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規

則

■群
馬
会
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
九
号

群
馬
会
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
会
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
群
馬
県
規
則
第
六
十
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
号
の
表
照
明
設
備
の
項
中
「
九
四
〇
円
」
を
「
九
五
〇
円
」
に
、
「
二
、
六
二
〇
円
」

を
「
二
、
六
六
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
音
響
設
備
の
項
中
「
一
、
八
九
〇
円
」
を
「
一
、
九
二
〇

円
」
に
、
「
六
二
〇
円
」
を
「
六
三
〇
円
」
に
、
「
一
、
四
七
〇
円
」
を
「
一
、
四
九
〇
円
」
に
改

め
、
同
表
映
像
映
写
設
備
の
項
中
「
六
、
〇
七
〇
円
」
を
「
六
、
一
八
〇
円
」
に
、
「
九
四
〇
円
」

を
「
九
五
〇
円
」
に
、
「
七
九
〇
円
」
を
「
八
〇
〇
円
」
に
、
「
二
、
〇
五
〇
円
」
を
「
二
、
〇
八

〇
円
」
に
、
「
一
、
〇
二
〇
円
」
を
「
一
、
〇
三
〇
円
」
に
、
「
六
二
〇
円
」
を
「
六
三
〇
円
」
に

改
め
、
同
表
ス
タ
イ
ン
ウ
ェ
イ
フ
ル
コ
ン
サ
ー
ト
ピ
ア
ノ
の
項
中
「
九
、
五
三
〇
円
」
を
「
九
、
七

〇
〇
円
」
に
改
め
、
別
表
第
二
号
の
表
ホ
ー
ル
の
項
中
「
四
、
一
六
〇
円
」
を
「
四
、
二
三
〇
円
」

に
、
「
四
、
七
六
〇
円
」
を
「
四
、
八
四
〇
円
」
に
、
「
一
三
、
六
〇
〇
円
」
を
「
一
三
、
八
〇
〇

円
」
に
改
め
、
同
表
広
間
の
項
中
「
一
、
八
六
〇
円
」
を
「
一
、
八
九
〇
円
」
に
、
「
五
、
五
八
〇

円
」
を
「
五
、
六
七
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
第
一
会
議
室
の
項
を
削
り
、
同
表
第
二
会
議
室
の
項
中

「
第
二
会
議
室
」
を
「
広
間
控
室
（
第
二
会
議
室
）
」
に
改
め
、
同
表
第
三
会
議
室
の
項
か
ら
準
備

室
の
項
ま
で
を
削
り
、
別
表
第
三
号
の
表
ホ
ー
ル
の
項
中
「
七
二
〇
円
」
を
「
七
三
〇
円
」
に
、

「
八
二
〇
円
」
を
「
八
三
〇
円
」
に
、
「
二
、
三
六
〇
円
」
を
「
二
、
三
九
〇
円
」
に
改
め
る
。

第
２
会
議
室

広
間
控
室

第
２
会
議

別
記
様
式
第
一
号
及
び
別
記
様
式
第
二
号
中
「

」
を
「

（

）
」
に
改
め
る
。

室

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
使
用
の
承
認
を
得
て
い
る
者
の
当
該
使
用
の
承
認
に
係
る
使
用
料

の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
会
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙
が
あ
る
と
き
は
、
当
分
の
間
、
適
宜
補
正
を
し
て
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

群
馬
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施

行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
十
号

群
馬
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法

律
施
行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施

行
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
群
馬
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
七
項
を
削
り
、
同
条
第
八
項
中
「
別
表
第
二
の
八
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
七
の
項
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
九
項
中
「
別
表
第
二
の
九
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の

八
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
十
項
中
「
別
表
第
二
の
十
の
項
」
を
「
別

表
第
二
の
九
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
十
一
項
中
「
別
表
第
二
の
十
一

の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
十
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
十
二
項
中
「
別

表
第
二
の
十
二
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
十
一
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同

条
第
十
三
項
中
「
別
表
第
二
の
十
三
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
十
二
の
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号

に
次
の
よ
う
に
加
え
、
同
項
を
同
条
第
十
二
項
と
す
る
。

リ

外
国
人
要
保
護
者
等
に
係
る
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る

た
め
の
法
律
第
六
条
の
自
立
支
援
給
付
（
精
神
通
院
医
療
に
係
る
自
立
支
援
医
療
費
に
限

る
。
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報

ヌ

外
国
人
要
保
護
者
等
に
係
る
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一

項
の
特
定
医
療
費
の
支
給
に
関
す
る
情
報

第
三
条
第
十
四
項
中
「
別
表
第
二
の
十
四
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
十
三
の
項
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
十
三
項
と
す
る
。

第
四
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
別
表
第
三
の
二
の
項
」
を
「
別
表
第
三
の
一
の
項
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
一
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
別
表
第
三
の
三
の
項
」
を
「
別
表
第
三
の

二
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
別
表
第
三
の
四
の
項
」
を
「
別

表
第
三
の
三
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
別
表
第
三
の
五
の

項
」
を
「
別
表
第
三
の
四
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
別
表
第

三
の
六
の
項
」
を
「
別
表
第
三
の
五
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中

「
別
表
第
三
の
七
の
項
」
を
「
別
表
第
三
の
六
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
民
会
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
十
一
号

群
馬
県
民
会
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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群
馬
県
民
会
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
群
馬
県
規
則
第
二

十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
舞
台
設
備
の
項
中
「
一
一
、
六
〇
〇
円
」
を
「
一
一
、
八
〇
〇
円
」
に
、
「
一
一
、
三
〇
〇

円
」
を
「
一
一
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
五
、
六
〇
〇
円
」
を
「
五
、
七
〇
〇
円
」
に
、
「
三
、
九
七

〇
円
」
を
「
四
、
〇
四
〇
円
」
に
、
「
一
、
六
三
〇
円
」
を
「
一
、
六
六
〇
円
」
に
、
「
九
、
六
八

〇
円
」
を
「
九
、
八
五
〇
円
」
に
、
「
四
、
七
八
〇
円
」
を
「
四
、
八
六
〇
円
」
に
、
「
三
、
四
九

〇
円
」
を
「
三
、
五
五
〇
円
」
に
、
「
一
、
九
七
〇
円
」
を
「
二
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
八
一
〇

円
」
を
「
八
二
〇
円
」
に
、
「
一
、
七
四
〇
円
」
を
「
一
、
七
七
〇
円
」
に
、
「
二
、
三
三
〇
円
」

を
「
二
、
三
七
〇
円
」
に
、
「

六
八
〇
円

」
を
「

六
九
〇
円

」
に
改
め
、

―
―

―
―

同
表
照
明
設
備
の
項
中
「
一
、
六
三
〇
円
」
を
「
一
、
六
六
〇
円
」
に
、
「
八
一
〇
円
」
を
「
八
二

〇
円
」
に
、
「
三
、
四
九
〇
円
」
を
「
三
、
五
五
〇
円
」
に
、
「
四
、
六
六
〇
円
」
を
「
四
、
七
四

〇
円
」
に
、
「
三
、
二
七
〇
円
」
を
「
三
、
三
三
〇
円
」
に
、
「
一
、
一
六
〇
円
」
を
「
一
、
一
八

〇
円
」
に
改
め
、
同
表
音
響
設
備
の
項
中
「
五
、
八
三
〇
円
」
を
「
五
、
九
三
〇
円
」
に
、
「
八
一

〇
円
」
を
「
八
二
〇
円
」
に
、
「
三
、
四
九
〇
円
」
を
「
三
、
五
五
〇
円
」
に
、
「
一
、
七
四
〇

円
」
を
「
一
、
七
七
〇
円
」
に
、
「
一
、
四
四
〇
円
」
を
「
一
、
四
六
〇
円
」
に
、
「
一
、
二
三
〇

円
」
を
「
一
、
二
五
〇
円
」
に
、
「
八
二
〇
円
」
を
「
八
三
〇
円
」
に
、
「
二
、
三
三
〇
円
」
を

「
二
、
三
七
〇
円
」
に
、
「
九
二
〇
円
」
を
「
九
三
〇
円
」
に
、
「
二
、
〇
八
〇
円
」
を
「
二
、
一

一
〇
円
」
に
、
「
一
、
六
三
〇
円
」
を
「
一
、
六
六
〇
円
」
に
、
「
六
八
〇
円
」
を
「
六
九
〇
円
」

に
、
「
一
、
一
六
〇
円
」
を
「
一
、
一
八
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
映
写
設
備
の
項
中
「
三
、
二
七
〇

円
」
を
「
三
、
三
三
〇
円
」
に
、
「
一
、
九
七
〇
円
」
を
「
二
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
二
、
一
六
〇

円
」
を
「
二
、
二
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
ピ
ア
ノ
の
項
中
「
一
一
、
三
〇
〇
円
」
を
「
一
一
、
五

〇
〇
円
」
に
、
「
八
、
一
七
〇
円
」
を
「
八
、
三
二
〇
円
」
に
、
「
三
、
二
七
〇
円
」
を
「
三
、
三

三
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
会
議
室
・
展
示
室
用
の
項
中
「
一
、
三
八
〇
円
」
を
「
一
、
四
〇
〇
円
」

に
、
「
九
二
〇
円
」
を
「
九
三
〇
円
」
に
、
「
六
八
〇
円
」
を
「
六
九
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
そ
の

他
の
項
中
「
一
、
六
三
〇
円
」
を
「
一
、
六
六
〇
円
」
に
、
「
八
一
〇
円
」
を
「
八
二
〇
円
」
に
、

「
六
、
五
四
〇
円
」
を
「
六
、
五
六
〇
円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
利
用
の
承
認
を
得
て
い
る
者
の
当
該
承
認
に
係
る
利
用
料
金
の
額

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

群
馬
県
立
自
然
史
博
物
館
の
附
帯
ホ
ー
ル
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
十
二
号

群
馬
県
立
自
然
史
博
物
館
の
附
帯
ホ
ー
ル
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

群
馬
県
立
自
然
史
博
物
館
の
附
帯
ホ
ー
ル
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
規
則
（
平
成
八
年
群
馬
県

規
則
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
舞
台
等
設
備
の
項
中
「
一
○
、
三
○
○
円
」
を
「
一
○
、
四
○
○
円
」
に
、
「
四
、
一
八
○

円
」
を
「
四
、
二
五
○
円
」
に
、
「
二
、
○
八
○
円
」
を
「
二
、
一
一
○
円
」
に
、
「
一
、
五
六
○

円
」
を
「
一
、
五
八
○
円
」
に
、
「
八
三
○
円
」
を
「
八
四
○
円
」
に
改
め
、
同
表
音
響
装
置
の
項

中
「
三
、
一
三
○
円
」
を
「
三
、
一
八
○
円
」
に
、
「
一
、
○
三
○
円
」
を
「
一
、
○
四
○
円
」
に
、

「
八
三
○
円
」
を
「
八
四
○
円
」
に
改
め
、
同
表
照
明
装
置
の
項
中
「
七
三
○
円
」
を
「
七
四
○

円
」
に
、
「
一
、
○
三
○
円
」
を
「
一
、
○
四
○
円
」
に
、
「
一
、
五
六
○
円
」
を
「
一
、
五
八
○

円
」
に
、
「
二
、
四
○
○
円
」
を
「
二
、
四
四
○
円
」
に
、
「
八
三
○
円
」
を
「
八
四
○
円
」
に
改

め
、
同
表
そ
の
他
附
属
設
備
の
項
中
「
一
○
、
三
○
○
円
」
を
「
一
○
、
四
○
○
円
」
に
、
「
五
、

二
三
○
円
」
を
「
五
、
三
二
○
円
」
に
、
「
四
、
一
八
○
円
」
を
「
四
、
二
五
○
円
」
に
、
「
一
、

五
六
○
円
」
を
「
一
、
五
八
○
円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
利
用
の
承
認
を
得
て
い
る
者
に
係
る
当
該
承
認
に
係
る
利
用
料
金

の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

群
馬
県
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
十
三
号

群
馬
県
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

群
馬
県
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
六
年

群
馬
県
規
則
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
ぐ
ん
ま
ア
リ
ー
ナ
の
項
中
「
二
○
、
九
○
○
円
」
を
「
二
一
、
二
○
○
円
」
に
、
「
二

、
六
七
○
円
」
を
「
二
、
七
一
○
円
」
に
、
「
一
、
五
四
○
円
」
を
「
一
、
五
六
○
円
」
に
、
「
五

、
二
四
○
円
」
を
「
五
、
三
三
○
円
」
に
、
「
三
、
一
八
○
円
」
を
「
三
、
二
三
○
円
」
に
、
「
四

、
二
一
○
円
」
を
「
四
、
二
八
○
円
」
に
、
「
一
、
○
二
○
円
」
を
「
一
、
○
三
○
円
」
に
改
め
、

同
表
ぐ
ん
ま
武
道
館
の
項
中
「
二
、
六
七
○
円
」
を
「
二
、
七
一
○
円
」
に
、
「
一
、
五
四
○
円
」

を
「
一
、
五
六
○
円
」
に
、
「
三
、
一
八
○
円
」
を
「
三
、
二
三
○
円
」
に
、
「
四
、
二
一
○
円
」

を
「
四
、
二
八
○
円
」
に
、
「
一
、
○
二
○
円
」
を
「
一
、
○
三
○
円
」
に
改
め
、
同
表
サ
ブ
ア
リ

ー
ナ
の
項
中
「
四
、
六
○
○
円
」
を
「
四
、
六
八
○
円
」
に
改
め
、
同
表
ア
イ
ス
ア
リ
ー
ナ
の
項
中

「
六
一
○
円
」
を
「
六
二
○
円
」
に
、
「
一
、
二
三
○
円
」
を
「
一
、
二
五
○
円
」
に
改
め
、
同
表

バ
レ
ー
ボ
ー
ル
コ
ー
ト
マ
ッ
ト
一
面
の
項
中
「
二
○
、
九
○
○
円
」
を
「
二
一
、
二
○
○
円
」
に
改
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め
、
同
表
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
マ
ッ
ト
一
面
の
項
中
「
一
○
、
四
○
○
円
」
を
「
一
○
、
五
○
○
円
」
に

改
め
、
同
表
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
コ
ー
ト
マ
ッ
ト
一
面
の
項
中
「
一
、
五
四
○
円
」
を
「
一
、
五
六
○

円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
使
用
の
承
認
を
受
け
て
い
る
者
の
当
該
承
認
に
係
る
利
用
料
金
の

額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

群
馬
県
社
会
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
十
四
号

群
馬
県
社
会
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

群
馬
県
社
会
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
年
群
馬

県
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
大
ホ
ー
ル
舞
台
装
置
の
項
中
「
一
、
○
二
○
円
」
を
「
一
、
○
三
○
円
」
に
、
「
五
、
一
四

○
円
」
を
「
五
、
二
三
○
円
」
に
改
め
、
同
表
大
ホ
ー
ル
用
放
送
設
備
の
項
中
「
一
、
○
二
○
円
」

を
「
一
、
○
三
○
円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
使
用
の
承
認
を
受
け
て
い
る
者
の
当
該
承
認
に
係
る
使
用
料
の
額

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

群
馬
県
医
学
生
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
十
五
号

群
馬
県
医
学
生
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
医
学
生
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
二
年
群
馬
県
規
則
第
三
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
見
出
し
を
「
（
貸
与
対
象
者
）
」
に
改
め
、
同
条
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
に
第
一

項
か
ら
第
四
項
ま
で
と
し
て
次
の
四
項
を
加
え
る
。

条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
県
内
出
身
者
等
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
者
と
す
る
。

一

県
内
に
所
在
す
る
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
者

二

県
内
に
所
在
す
る
通
常
の
課
程
に
よ
る
十
二
年
の
学
校
教
育
又
は
専
修
学
校
の
高
等
課
程
を

修
了
し
た
者

三

県
内
に
所
在
す
る
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
基
づ
く
大
学
又
は

同
法
に
基
づ
く
大
学
の
大
学
院
を
卒
業
し
、
又
は
修
了
し
た
者

四

申
請
時
の
住
所
が
県
内
に
あ
る
者

五

父
母
、
祖
父
母
又
は
配
偶
者
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
者
の
申
請
時
の
住
所
が
県
内
に
あ
る
者

六

申
請
時
の
本
籍
が
県
内
に
あ
る
者

２

条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
生
計
を
一
に
す
る
者
と
し
て
規
則
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者

と
す
る
。

一

修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
と
同
一
世
帯
の
父
母

二

修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）

第
二
条
第
一
項
第
三
十
三
号
に
規
定
す
る
同
一
生
計
配
偶
者

三

前
二
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
に
類
す
る
者
と
知
事
が
認
め
る
者

３

条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
所
得
額
は
、
過
去
一
年
間
に
お
け
る
所
得
税
法
第
二
編
第
二
章
第
一

節
か
ら
第
三
節
ま
で
の
例
に
準
じ
て
算
出
し
た
所
得
金
額
か
ら
知
事
が
定
め
る
金
額
を
控
除
し
た

額
と
す
る
。

４

条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
規
則
に
定
め
る
額
は
、
千
五
百
万
円
と
す
る
。

第
四
条
中
「
及
び
第
三
号
」
を
「
、
第
三
号
及
び
第
五
号
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
の
選
考
」
の
下
に
「
に
当
た
っ
て
」
を
加
え
、
「
審
査
に
よ
り
」
を
「
審
査

の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
面
接
等
に
よ
る
審
査
を
」
に
改
め
、
た
だ
し
書
を
削
る
。

第
八
条
中
「
毎
年
度
、
当
該
年
度
分
を
一
括
し
て
」
を
「
前
条
の
契
約
に
基
づ
き
、
二
月
ご
と
に

そ
の
期
間
分
を
口
座
振
替
の
方
法
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
当
該
契
約
に
係
る
最
初
の
修
学
資
金
を
貸
与
す
る
と
き
、
又
は
特
別
の
理
由
が
あ
る

と
知
事
が
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
中
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
一
号
中
「

」
を
「

」
に
、

月
額

１
５
０

０
０
０
円

月
額

円
，

「

生
年
月
日

年
月

日
貸
与
申
請

年
月
か
ら

を

及
び
年
齢

満
歳

期
間

年
月
ま
で

（

）

」

「
生
年
月
日

年
月

日
貸
与
申
請

年
月
か
ら

及
び
年
齢

満
歳

期
間

年
月
ま
で

（

）

に
、

大
学
名

出
身
高
校

又
は
大
学

（

）
所
在
地

・
大
学
院

」

「

を

帰
省
先
住
所
〒
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及
び
電
話
番
号

－

（

）

」

「
帰
省
先
住
所
〒

及
び
電
話
番
号

－

（

）

同
居
及
び

氏
名

続
柄

年
齢

勤
務
先

備
考

別
居
の
別

に
、

家族の状況

」

「

「

連
生計

帯
を一

を

に
、
「

」
を
「

」
に
、

保
収
入
額

所
得
額

にす
証

る者
人

」

」

「

を
参

考
事

項
」

注
連
帯
保
証
人
の
欄
は

連
帯
保
証
人
２
名
が
そ
れ
ぞ
れ
署
名
し

記
入
す
る
こ
と

、
、

。

「

に
、

参
考

事
項

」

「

同
居
及
び

氏
名

続
柄

年
齢

勤
務
先

備
考

別
居
の
別

家族の

を

状況

」

「

ふ
り

が
な

氏
名

生
年

月
日

年
月

日
生

年
月

日
生

本
人
と
の
続
柄

住
所

連

（

）

（

）

電
話

電
話

帯

に
、

職
業

保
勤
務
所
在
地

証
先

名
称

人
職

名

所
得
額
税
込
額

年
間

円
年
間

円
(

)

参
考

事
項

」

「

他
の
奨
学
金
の
貸
与
を
受
け

て
い
る
場
合

そ
の
名
称
を

、

を

記
載

他
の
奨
学
金
の
貸
与

（
を
予
定
し
て
い
る
場
合
も
記

載
）

」

「

他
の
奨
学
金
の
貸
与
を
受
け

て
い
る
場
合

そ
の
名
称
を

、

に
、

記
載

予
定
し
て
い
る
場
合

（
も
記
載
）
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」

注
連
帯
保
証
人
の
欄
は

連
帯
保
証
人
２
名
が
そ
れ
ぞ
れ
署
名
し

記
入
す
る
こ
と

、
、

。

「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

及
び
３

３
及
び
５

、

別
記
様
式
第
三
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

収
入
額

所
得
額

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
書
類
は
、

改
正
後
の
同
様
式
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

群
馬
県
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
十
六
号

群
馬
県
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
群
馬
県
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
平
成

三
十
一
年
群
馬
県
条
例
第
十
四
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を

定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
あ
っ
せ
ん
の
申
立
て
）

第
三
条

条
例
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
あ
っ
せ
ん
の
申
立
て
を
行
お
う
と
す
る
者
（
以
下

「
申
立
者
」
と
い
う
。
）
は
、
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
申
立
書
を
知
事
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
申
立
者
が
あ
っ
せ
ん
申
立
書
の
作
成
又
は
提
出
を
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
知
事
が
認
め
た
場
合
は
、
口
頭
で
あ
っ
せ
ん
の
申

立
て
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

申
立
者
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
あ
っ
せ
ん
の
参
考
と
な
る
事
項
に
関
す
る
書
類
、
記
録
そ
の
他

の
資
料
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
口
頭
で
あ
っ
せ
ん
の
申
立
て
を
行
う
場
合
に
は
、
申
立
者
は
、

あ
っ
せ
ん
申
立
書
に
定
め
る
事
項
を
陳
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
る
陳
述
を
行
う
場
合
は
、
知
事
の
指
名
す
る
職
員
は
、
当
該
陳
述
を
録
取
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
職
員
は
、
録
取
し
た
書
面
を
、
陳
述
を
行
っ

た
申
立
者
に
読
み
聞
か
せ
る
等
の
方
法
に
よ
り
誤
り
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
、
署
名
又
は
記
名
押

印
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

条
例
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
者
以
外
の
者
が
あ
っ
せ
ん
の
申
立
て
を
行
お
う
と

す
る
場
合
は
、
当
該
あ
っ
せ
ん
の
申
立
て
が
同
条
第
二
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
を

証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
身
分
証
明
書
）

第
四
条

条
例
第
十
三
条
第
三
項
の
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
二
号
（
条
例
第
十
四
条
第
五
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
別
記
様
式
第
三
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
あ
っ
せ
ん
の
開
始
）

第
五
条

知
事
は
、
条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
会
に
あ
っ
せ
ん
を
求
め
た
場
合
は
、

対
象
事
案
の
当
事
者
に
対
し
て
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２

知
事
は
、
あ
っ
せ
ん
を
求
め
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
申
立
者
に
対
し
て
、

速
や
か
に
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３

協
議
会
は
、
あ
っ
せ
ん
を
行
う
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
申
立
者
に
対
し
て
、

速
や
か
に
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
あ
っ
せ
ん
案
の
提
示
）

第
六
条

条
例
第
十
四
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
案
の
提
示
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
書
面
を
対
象
事
案
の
当
事
者
に
送
付
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

あ
っ
せ
ん
案
の
内
容
及
び
当
該
あ
っ
せ
ん
案
の
受
諾
を
求
め
る
理
由

二

あ
っ
せ
ん
案
に
対
す
る
諾
否
の
応
答
を
す
べ
き
期
限
及
び
そ
の
方
法

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
参
考
と
な
る
事
項

（
あ
っ
せ
ん
の
終
了
）

第
七
条

協
議
会
は
、
条
例
第
十
四
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
あ
っ
せ
ん
が
終
了
し
た
と
き
は
、
対

象
事
案
の
当
事
者
に
対
し
て
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
あ
っ
せ
ん
の
手
続
の
非
公
開
）

第
八
条

協
議
会
が
行
う
あ
っ
せ
ん
の
手
続
は
、
公
開
し
な
い
。

（
勧
告
の
実
施
）

第
九
条

条
例
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を

対
象
事
業
者
に
送
付
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

勧
告
の
対
象
と
な
る
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

二

勧
告
の
対
象
と
な
る
者
の
勧
告
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地

三

勧
告
の
内
容
及
び
理
由

四

勧
告
に
従
う
旨
又
は
従
わ
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
を
す
べ
き
期
限
及
び
そ
の
方
法

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
参
考
と
な
る
事
項

（
意
見
聴
取
の
手
続
）

第
十
条

群
馬
県
行
政
手
続
条
例
（
平
成
七
年
群
馬
県
条
例
第
四
十
四
号
）
第
三
章
第
二
節
の
規
定

は
、
知
事
が
条
例
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
節
中
「
聴
聞
」
と
あ
る
の
は
「
意
見
の
聴
取
」
と
、
「
不
利
益
処

分
」
と
あ
る
の
は
「
公
表
」
と
、
「
条
例
等
」
と
あ
る
の
は
「
群
馬
県
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別

の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
平
成
三
十
一
年
群
馬
県
条
例
第
十
四
号
）
」
と
、
「
職
員
そ
の

他
規
則
で
定
め
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
職
員
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
公
表
）

第
十
一
条

条
例
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の

方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

公
表
す
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

勧
告
を
受
け
た
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

号 外 （第３号）平成３１年３月２２日（金） 群 馬 県 報
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二

勧
告
を
受
け
た
者
の
勧
告
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地

三

勧
告
の
内
容

四

勧
告
に
従
わ
な
か
っ
た
こ
と
。

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

（
協
議
会
の
議
事
）

第
十
二
条

協
議
会
の
会
議
は
、
会
長
が
招
集
し
、
会
長
が
そ
の
議
長
と
な
る
。

２

協
議
会
は
、
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
専
門
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
会
議

を
開
き
、
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

協
議
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
専
門
委
員
の
過
半
数
を
も
っ
て

決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
会
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
合
議
体
）

第
十
三
条

合
議
体
を
構
成
す
る
委
員
又
は
専
門
委
員
（
以
下
「
委
員
等
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次

に
掲
げ
る
者
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

障
害
者
又
は
そ
の
家
族

二

障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
業
に
従
事
す
る
者

三

障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
に
関
し
学
識
経
験
の
あ
る
者

四

事
業
者
又
は
事
業
者
団
体
の
役
職
員

五

弁
護
士

２

合
議
体
の
う
ち
、
会
長
が
構
成
員
と
な
る
も
の
に
あ
っ
て
は
会
長
が
長
と
な
り
、
そ
の
他
の
も

の
に
あ
っ
て
は
会
長
の
指
名
す
る
委
員
等
が
長
と
な
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
長
（
以
下
「
合
議
体
の
長
」
と
い
う
。
）
は
、
合
議
体
を
代
表
し
、
合
議
体

の
会
務
を
掌
理
す
る
。

４

合
議
体
の
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
合
議
体
に
属
す
る
委
員
等
の
う
ち
か
ら
合
議
体
の

長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
委
員
等
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

（
合
議
体
の
議
事
）

第
十
四
条

合
議
体
の
会
議
は
、
合
議
体
の
長
が
招
集
し
、
合
議
体
の
長
が
そ
の
議
長
と
な
る
。

２

合
議
体
は
、
こ
れ
を
構
成
す
る
委
員
等
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
議
決
を
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

３

合
議
体
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
等
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
合
議
体
の

長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

４

合
議
体
の
長
は
、
合
議
体
に
お
け
る
調
査
審
議
の
状
況
及
び
結
果
を
会
長
に
報
告
す
る
と
と
も

に
、
前
項
の
議
決
が
さ
れ
た
場
合
は
、
次
の
協
議
会
の
会
議
に
お
い
て
こ
れ
を
報
告
す
る
も
の
と

す
る
。

５

前
条
及
び
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
合
議
体
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
合
議
体

の
長
が
会
長
の
同
意
を
得
て
定
め
る
。

（
委
任
）

第
十
五
条

こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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別記様式第１号（規格Ａ４）（第３条関係）

年 月 日

群馬県知事 あて

住 所

申立者 氏 名 印

電 話 番 号

ＦＡＸ番号

あっせん申立書

群馬県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例第１２条第１項の規定により、次のとおりあっせ

んを求めます。

１ 障害を理由として不当な差別的取扱いを受けた障害者

住所

氏名

申立者との関係

２ 障害を理由として不当な差別的取扱いを行ったとされる事業者

事業者の名称（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

障害を理由として不当な差別的取扱いを行ったとされる事業所の所在地

３ 障害を理由とした不当な差別的取扱いの概要

４ 求めるあっせんの内容

５ その他参考となる事項

号 外 （第３号）平成３１年３月２２日（金） 群 馬 県 報
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別記様式第２号（規格縦５５ミリメートル、横１８２ミリメートル）（第４条関係）

（表面）

第 号 群馬県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例(抜粋)
身分証明書

（事実の調査）
所属 第１３条 知事は、あっせんの申立てがあったときは、そ
職名 の職員に、対象事案に係る事実を調査させるものとす
氏名 る。

２ 対象事案の当事者（あっせんの申立てを行った者及び
上記の者は、群馬県障害を理由とする差別の解消の推進 当該あっせんの申立てにおいて障害を理由として不当な

に関する条例第１３条第１項の規定により対象事案に係る 差別的取扱いを行ったとされた事業者（以下「対象事業
事実の調査を行う職員であることを証明する。 者」という。）をいう。以下同じ。）その他関係者（以

下「対象事案関係者」という。）は、正当な理由がある
年 月 日交付 場合を除き、前項の調査に協力しなければならない。

３ 第１項の調査を行う職員は、その身分を示す証明書を
群馬県知事 印 携帯し、対象事案関係者の請求があったときは、これを

提示しなければならない。

（裏面）

（あっせん） ６ 対象事案関係者は、正当な理由がある場合を除き、第
第１４条 略 ３項の規定による調査（第４項の規定により知事がその
２ 略 全部又は一部を行う場合を含む。）に協力しなければな
３ 協議会は、第１項の規定によるあっせんの求めがあっ らない。
た場合において、必要があると認めるときは、対象事案 ７から９まで 略
関係者に対し、資料の提出又は説明を求めることその他
の必要な調査を行うことができる。

４ 協議会は、必要があると認めるときは、知事に前項の
調査の全部又は一部を行わせることができる。この場合
において、知事は、その職員に、当該調査を行わせるも
のとする。

５ 前条第３項の規定は、前２項の調査について準用す
る。この場合において、同条第３項中「第１項」とある
のは、「次条第３項の調査を行う協議会の委員又は専門
委員及び同条第４項」と読み替えるものとする。
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別記様式第３号（規格縦５５ミリメートル、横１８２ミリメートル）（第４条関係）

（表面）

第 号 群馬県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例(抜粋)
身分証明書

（事実の調査）
第１３条 略

氏名 ２ 略
３ 第１項の調査を行う職員は、その身分を示す証明書を
携帯し、対象事案関係者の請求があったときは、これを

上記の者は、群馬県障害を理由とする差別の解消の推進 提示しなければならない。
に関する条例第１４条第３項の規定によりあっせんに必要
な調査を行う群馬県障害者差別解消推進協議会の委員又は
専門委員であることを証明する。

年 月 日交付

群馬県知事 印

（裏面）

（あっせん） ６ 対象事案関係者は、正当な理由がある場合を除き、第
第１４条 略 ３項の規定による調査（第４項の規定により知事がその
２ 略 全部又は一部を行う場合を含む。）に協力しなければな
３ 協議会は、第１項の規定によるあっせんの求めがあっ らない。
た場合において、必要があると認めるときは、対象事案 ７から９まで 略
関係者に対し、資料の提出又は説明を求めることその他
の必要な調査を行うことができる。

４ 略
５ 前条第３項の規定は、前２項の調査について準用す
る。この場合において、同条第３項中「第１項」とある
のは、「次条第３項の調査を行う協議会の委員又は専門
委員及び同条第４項」と読み替えるものとする。
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群
馬
県
地
球
温
暖
化
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
十
七
号

群
馬
県
地
球
温
暖
化
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
地
球
温
暖
化
防
止
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
二
年
群
馬
県
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
号
中
「
環
境
森
林
事
務
所
」
を
「
森
林
環
境
事
務
所
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
号
中
「
第
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
一
号
中
「
第
二
十
一
条
第
二
号
」
を
「
第
十
八
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二

号
中
「
第
二
十
一
条
第
三
号
」
を
「
第
十
八
条
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第
二
十
一
条

第
四
号
」
を
「
第
十
八
条
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
二
十
一
条
第
十
号
」
を
「
第
十

八
条
第
十
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
第
二
十
一
条
第
十
六
号
」
を
「
第
十
八
条
第
十
六
号
」

に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
第
八
十
条
第
一
号
イ
」
を
「
第
百
四
十
七
条
第
一
号
イ
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
立
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
十
八
号

群
馬
県
立
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

第
一
条

群
馬
県
立
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
五

年
群
馬
県
規
則
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
電
気
電
子
系
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

マ
イ
ク
ロ
波
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ア
ナ
ラ
イ
ザ

一
時
間
に
つ
き

五
、
五
三
〇
円

機
能
性
マ
テ
リ
ア
ル
ア
ナ
ラ
イ
ザ

一
時
間
に
つ
き

二
、
九
三
〇
円

交
直
流
磁
化
特
性
解
析
装
置

一
時
間
に
つ
き

二
、
〇
一
〇
円

Ａ
Ｉ
シ
ス
テ
ム

一
時
間
に
つ
き

二
、
〇
五
〇
円

Ａ
Ｉ
研
修
用
Ｐ
Ｃ

一
時
間
に
つ
き

四
〇
〇
円

別
表
第
一
計
測
系
の
項
中

「

円
筒
形
状
測
定
機

一
時
間
に
つ
き

一
、
九
五
〇
円

を

三
次
元
測
定
機

一
時
間
に
つ
き

一
、
五
九
〇
円

」

「

三
次
元
測
定
機

一
時
間
に
つ
き

一
、
五
九
〇
円

に
改

」

め
、
同
表
機
械
系
の
項
中

「

引
張
圧
縮
／
ね
じ
り
疲
労
試
験
機

一
時
間
に
つ
き

三
、
一
三
〇
円

を
」

「

引
張
圧
縮
／
ね
じ
り
疲
労
試
験
機
（
Ｅ
Ｈ

一
時
間
に
つ
き

三
、
六
四
〇
円

に
、

Ｆ
―
Ｅ
Ｖ
）

」

「

複
合
材
料
試
験
機

一
時
間
に
つ
き

六
六
〇
円

を
」

「

複
合
材
料
試
験
機
（
一
〇
ｋ
Ｎ
）

一
時
間
に
つ
き

一
、
一
八
〇
円

に
、

」

「

複
合
環
境
振
動
試
験
機
（
複
合
試
験
）

一
時
間
に
つ
き

五
、
四
五
〇
円

複
合
環
境
振
動
試
験
機
（
振
動
試
験
）

一
時
間
に
つ
き

三
、
二
四
〇
円

複
合
環
境
振
動
試
験
機
（
冷
熱
衝
撃
試

一
時
間
に
つ
き

二
、
一
六
〇
円

を

験
）

複
合
環
境
振
動
試
験
機
（
温
湿
度
試
験
）

一
時
間
に
つ
き

八
二
〇
円

恒
温
恒
湿
室

一
時
間
に
つ
き

一
、
〇
八
〇
円

」

「

振
動
試
験
機
（
複
合
試
験
）

一
時
間
に
つ
き

五
、
四
五
〇
円

振
動
試
験
機
（
大
型
）

一
時
間
に
つ
き

三
、
二
四
〇
円

振
動
試
験
機
（
温
湿
度
試
験
）

一
時
間
に
つ
き

八
四
〇
円

に
改

恒
温
恒
湿
室

一
時
間
に
つ
き

一
、
〇
八
〇
円

低
温
低
湿
恒
温
恒
湿
器

一
時
間
に
つ
き

四
六
〇
円

」

め
、
同
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３
Ｄ
ス
キ
ャ
ン
シ
ス
テ
ム

一
時
間
に
つ
き

二
、
九
五
〇
円

マ
シ
ニ
ン
グ
セ
ン
タ

一
時
間
に
つ
き

二
、
四
六
〇
円

別
表
第
一
化
学
系
の
項
中

「

号 外 （第３号）平成３１年３月２２日（金） 群 馬 県 報
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電
子
線
マ
イ
ク
ロ
ア
ナ
ラ
イ
ザ
ー

一
時
間
に
つ
き

七
、
七
六
〇
円

を

レ
ー
ザ
ー
散
乱
分
光
分
析
装
置

一
時
間
に
つ
き

五
、
八
六
〇
円

」

「

電
子
線
マ
イ
ク
ロ
ア
ナ
ラ
イ
ザ
ー

一
時
間
に
つ
き

七
、
七
六
〇
円

に
、

」

「

高
分
子
微
小
構
造
解
析
シ
ス
テ
ム

一
時
間
に
つ
き

一
、
三
八
〇
円

蛍
光
Ｘ
線
膜
厚
計

一
時
間
に
つ
き

一
、
一
三
〇
円

を

高
速
比
表
面
積
測
定
装
置

一
時
間
に
つ
き

九
二
〇
円

」

「

蛍
光
Ｘ
線
膜
厚
計

一
時
間
に
つ
き

一
、
一
三
〇
円

に
、

」

「

シ
ン
チ
レ
ー
シ
ョ
ン
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
ー

一
時
間
に
つ
き

一
〇
〇
円

を

エ
ネ
ル
ギ
ー
分
散
型
Ｘ
線
分
析
装
置

一
時
間
に
つ
き

二
、
五
七
〇
円

」

「

シ
ン
チ
レ
ー
シ
ョ
ン
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
ー

一
時
間
に
つ
き

一
〇
〇
円

に
改

」

め
、
同
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ
オ
ン
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ

一
時
間
に
つ
き

二
、
一
四
〇
円

多
検
体
ガ
ス
吸
着
量
測
定
装
置

一
時
間
に
つ
き

一
、
〇
〇
〇
円

別
表
第
一
食
品
系
の
項
中

「

ロ
ー
タ
リ
ー
エ
バ
ポ
レ
ー
タ
ー

一
時
間
に
つ
き

一
〇
〇
円

を

ホ
モ
ジ
ナ
イ
ザ
ー

一
時
間
に
つ
き

一
〇
〇
円

」

「

ロ
ー
タ
リ
ー
エ
バ
ポ
レ
ー
タ
ー

一
時
間
に
つ
き

一
〇
〇
円

に
、

」

「

微
生
物
自
動
連
続
希
釈
塗
布
装
置

一
時
間
に
つ
き

一
五
〇
円

を

細
胞
融
合
装
置

一
時
間
に
つ
き

一
五
〇
円

」

「

微
生
物
自
動
連
続
希
釈
塗
布
装
置

一
時
間
に
つ
き

一
五
〇
円

に
、

」

「

細
菌
検
査
用
コ
ロ
ニ
ー
計
測
装
置

一
時
間
に
つ
き

一
〇
〇
円

を

マ
イ
ク
ロ
プ
レ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー

一
時
間
に
つ
き

一
〇
〇
円

」

「

細
菌
検
査
用
コ
ロ
ニ
ー
計
測
装
置

一
時
間
に
つ
き

一
〇
〇
円

に
改

」

め
、
同
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

リ
ア
ル
タ
イ
ム
Ｐ
Ｃ
Ｒ

一
時
間
に
つ
き

一
一
、
二
五
〇
円

ゲ
ル
画
像
解
析
装
置

一
時
間
に
つ
き

一
、
一
五
〇
円

超
微
量
分
光
光
度
計

一
時
間
に
つ
き

一
〇
〇
円

大
型
冷
却
高
速
遠
心
機

一
時
間
に
つ
き

三
一
〇
円

ジ
ャ
ー
フ
ァ
ー
メ
ン
タ
ー

一
時
間
に
つ
き

六
〇
〇
円

別
表
第
二
電
気
電
子
系
の
項
中
「
六
、
〇
一
〇
円
」
を
「
六
、
一
八
〇
円
」
に
、
「
七
、
四

〇
〇
円
」
を
「
七
、
四
六
〇
円
」
に
、
「
二
、
九
八
〇
円
」
を
「
四
、
五
六
〇
円
」
に
、
「
四
、

四
二
〇
円
」
を
「
五
、
八
四
〇
円
」
に
、

「

Ｅ
Ｍ
Ｉ
測
定
装
置
（
三
メ
ー
ト
ル
法
電
波

一
時
間
に
つ
き

一
、
九
〇
〇
円

暗
室
用
）

を

Ｅ
Ｍ
Ｉ
測
定
装
置
（
高
機
能
三
メ
ー
ト
ル

一
時
間
に
つ
き

二
、
〇
〇
〇
円

法
電
波
暗
室
用
）

」

「

Ｅ
Ｍ
Ｉ
測
定
装
置
（
高
機
能
三
メ
ー
ト
ル

一
時
間
に
つ
き

二
、
〇
〇
〇
円

に
、

法
電
波
暗
室
用
）

」

「
八
七
〇
円
」
を
「
二
、
二
五
〇
円
」
に
、
「
二
、
二
一
〇
円
」
を
「
三
、
五
三
〇
円
」
に
、

「

放
射
イ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
試
験
装
置
（
一
Ｇ
Ｈ

一
時
間
に
つ
き

一
、
三
三
〇
円

ｚ
～
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
）

放
射
イ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
試
験
装
置
（
八
〇
Ｍ

一
時
間
に
つ
き

六
六
〇
円

Ｈ
ｚ
～
一
Ｇ
Ｈ
ｚ
）

電
圧
変
動
・
磁
界
イ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
試
験
装

一
時
間
に
つ
き

二
五
〇
円

置

を

静
電
気
許
容
度
試
験
機

一
時
間
に
つ
き

一
〇
〇
円

音
響
解
析
シ
ス
テ
ム

一
時
間
に
つ
き

一
、
七
四
〇
円

Ｅ
Ｍ
Ｓ
測
定
シ
ス
テ
ム
（
雷
サ
ー
ジ
試

一
時
間
に
つ
き

三
五
〇
円

験
）

Ｅ
Ｍ
Ｓ
測
定
シ
ス
テ
ム
（
伝
導
イ
ミ
ュ
ニ

一
時
間
に
つ
き

二
五
〇
円

テ
ィ
試
験
）

」

「

電
圧
変
動
・
磁
界
イ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
試
験
装

一
時
間
に
つ
き

二
五
〇
円

置

に
、
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静
電
気
許
容
度
試
験
機

一
時
間
に
つ
き

一
〇
〇
円

」

「

高
調
波
／
フ
リ
ッ
カ
測
定
装
置

一
時
間
に
つ
き

五
一
〇
円

を

垂
直
入
射
透
過
損
失
計
測
ユ
ニ
ッ
ト

一
時
間
に
つ
き

一
五
〇
円

」

「

高
調
波
／
フ
リ
ッ
カ
測
定
装
置

一
時
間
に
つ
き

五
一
〇
円

に
改

」

め
、
同
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

放
射
イ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
試
験
装
置

一
時
間
に
つ
き

一
、
八
一
〇
円

音
響
解
析
シ
ス
テ
ム
（
多
用
途
対
応
）

一
時
間
に
つ
き

二
、
一
二
〇
円

雷
サ
ー
ジ
試
験
装
置

一
時
間
に
つ
き

八
五
〇
円

伝
導
イ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
試
験
装
置

一
時
間
に
つ
き

七
七
〇
円

別
表
第
二
材
料
系
の
項
中

「

冷
熱
衝
撃
装
置

一
時
間
に
つ
き

一
、
二
三
〇
円

を

恒
温
恒
湿
室

一
時
間
に
つ
き

一
、
〇
八
〇
円

」

「

冷
熱
衝
撃
装
置

一
時
間
に
つ
き

一
、
二
三
〇
円

に
改

」

め
、
同
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

恒
温
恒
湿
室
（
低
温
低
湿
対
応
）

一
時
間
に
つ
き

一
、
七
七
〇
円

別
表
第
三
試
験
の
項
中

「

複
合
材
料
試
験

一
般
の
も
の

一
件
に
つ
き

二
、
八
七
〇
円

機
に
よ
る
試
験

伸
び
計
使
用

一
件
に
つ
き

四
、
三
七
〇
円

特
殊
な
も
の

一
時
間
に
つ
き

四
、
三
七
〇
円

（
一
時
間
を
超
え

を

る
と
き
は
、
そ
の

超
え
る
時
間
一
時

間
ま
で
ご
と
に
八

七
〇
円
を
加
え
た

額
）

」

「

複
合
材
料
試
験

一
般
の
も
の

一
件
に
つ
き

二
、
九
五
〇
円

機

（

一

〇

ｋ

Ｎ
）
に
よ
る
試

伸
び
計
使
用

一
件
に
つ
き

四
、
四
二
〇
円

験

恒
温
槽
使
用

一
時
間
に
つ
き

六
、
八
八
〇
円

（
一
時
間
を
超
え

る
と
き
は
、
そ
の

超
え
る
時
間
一
時

間
ま
で
ご
と
に

二
、
九
六
〇
円
を

に
、

加
え
た
額
）

特
殊
な
も
の

一
時
間
に
つ
き

四
、
四
二
〇
円

（
一
時
間
を
超
え

る
と
き
は
、
そ
の

超
え
る
時
間
一
時

間
ま
で
ご
と
に

一
、
五
八
〇
円
を

加
え
た
額
）

」

「

引
張
圧
縮
／
ね

一
般
の
も
の

一
時
間
に
つ
き

五
、
八
六
〇
円

じ
り
疲
労
試
験

（
一
時
間
を
超
え

機
に
よ
る
試
験

る
と
き
は
、
そ
の

超
え
る
時
間
一
時

間
ま
で
ご
と
に

三
、
三
四
〇
円
を

加
え
た
額
）

を

特
殊
な
も
の

一
時
間
に
つ
き

一
二
、
〇
〇
〇
円

（
一
時
間
を
超
え

る
と
き
は
、
そ
の

超
え
る
時
間
一
時

間
ま
で
ご
と
に

三
、
三
四
〇
円
を

加
え
た
額
）

」

「

引
張
圧
縮
／
ね

一
般
の
も
の

一
時
間
に
つ
き

六
、
五
八
〇
円

じ
り
疲
労
試
験

（
一
時
間
を
超
え

機
（
Ｅ
Ｈ
Ｆ
―

る
と
き
は
、
そ
の

Ｅ
Ｖ
）
に
よ
る

超
え
る
時
間
一
時

試
験

間
ま
で
ご
と
に

三
、
八
三
〇
円
を

加
え
た
額
）

に
、

特
殊
な
も
の

一
時
間
に
つ
き

一
三
、
〇
四
〇
円

（
一
時
間
を
超
え

る
と
き
は
、
そ
の

超
え
る
時
間
一
時

間
ま
で
ご
と
に

三
、
八
三
〇
円
を

加
え
た
額
）

」

「

Ｘ
線
応
力
測
定
試
験

一
件
に
つ
き

四
、
五
七
〇
円

を
」

「

Ｘ
線
残

一
般
の
も
の

一
件
に
つ
き

三
、
四
四
〇
円

留
応
力

に
、

測
定
試

特
殊
な
も
の

一
時
間
に
つ
き

四
、
一
一
〇
円

験
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」

「

Ｃ
Ｔ

一
件
に
つ
き

八
、
四
三
〇
円

（
一
時
間
を
超
え

る
と
き
は
、
そ
の

超
え
る
時
間
一
時

を

間
ま
で
ご
と
に

六
、
二
八
〇
円
を

加
え
た
額
）

」

「

高
精
度
透
過

一
枚
に
つ
き

九
、
〇
五
〇
円

（
一
枚
を
超
え
る

と
き
は
、
そ
の
超

え
る
枚
数
一
枚
ご

と
に
三
、
八
〇
〇

円
を
加
え
た
額
）

Ｃ
Ｔ

一
件
に
つ
き

八
、
四
三
〇
円

（
一
時
間
を
超
え

る
と
き
は
、
そ
の

超
え
る
時
間
一
時

間
ま
で
ご
と
に

六
、
二
八
〇
円
を

加
え
た
額
）

高
精
度
Ｃ
Ｔ

一
件
に
つ
き

一
四
、
〇
三
〇
円

（
一
時
間
を
超
え

る
と
き
は
、
そ
の

超
え
る
時
間
一
時

に
、

間
ま
で
ご
と
に

七
、
六
〇
〇
円
を

加
え
た
額
）

ナ
ノ
フ
ォ
ー
カ

高
精
度
透
過

一
枚
に
つ
き

一
一
、
六
三
〇
円

ス

（
一
枚
を
超
え
る

と
き
は
、
そ
の
超

え
る
枚
数
一
枚
ご

と
に
四
、
〇
〇
〇

円
を
加
え
た
額
）

高
精
度
Ｃ
Ｔ

一
件
に
つ
き

一
七
、
四
〇
〇
円

（
一
時
間
を
超
え

る
と
き
は
、
そ
の

超
え
る
時
間
一
時

間
ま
で
ご
と
に

八
、
〇
九
〇
円
を

加
え
た
額
）

」

「

温
湿
度

恒
温
恒
湿
槽

一
時
間
に
つ
き

二
、
九
三
〇
円

試
験

（
一
時
間
を
超
え

る
と
き
は
、
そ
の

超
え
る
時
間
一
時

間
ま
で
ご
と
に
九

二
〇
円
を
加
え
た

額
）

恒
温
恒
湿
室

一
時
間
に
つ
き

三
、
二
四
〇
円

（
一
時
間
を
超
え

る
と
き
は
、
そ
の

超
え
る
時
間
一
時

を

間
ま
で
ご
と
に

一
、
一
八
〇
円
を

加
え
た
額
）

恒
温
恒
湿
器

一
時
間
に
つ
き

二
、
五
七
〇
円

（
一
時
間
を
超
え

る
と
き
は
、
そ
の

超
え
る
時
間
一
時

間
ま
で
ご
と
に
五

六
〇
円
を
加
え
た

額
）

」

「

温
湿
度

恒
温
恒
湿
室

一
時
間
に
つ
き

三
、
二
四
〇
円

試
験

（
一
時
間
を
超
え

る
と
き
は
、
そ
の

超
え
る
時
間
一
時

間
ま
で
ご
と
に

一
、
一
八
〇
円
を

加
え
た
額
）

低
温
低
湿
恒
温
恒
湿
器

一
時
間
に
つ
き

二
、
八
一
〇
円

（
一
時
間
を
超
え

る
と
き
は
、
そ
の

超
え
る
時
間
一
時

間
ま
で
ご
と
に
六

九
〇
円
を
加
え
た

額
）

に
、

恒
温
恒
湿
器

一
時
間
に
つ
き

二
、
五
七
〇
円

（
一
時
間
を
超
え

る
と
き
は
、
そ
の

超
え
る
時
間
一
時

間
ま
で
ご
と
に
五

六
〇
円
を
加
え
た

額
）

温
湿
度
槽

一
時
間
に
つ
き

三
、
一
四
〇
円

（
一
時
間
を
超
え

る
と
き
は
、
そ
の

超
え
る
時
間
一
時

間
ま
で
ご
と
に
九

九
〇
円
を
加
え
た

額
）

」

「

振
動
試

共
振
特
性

一
件
に
つ
き

六
、
六
三
〇
円

験

耐
久
試
験

一
時
間
に
つ
き

六
、
六
三
〇
円

（
一
時
間
を
超
え

る
と
き
は
、
そ
の

超
え
る
時
間
一
時

間
ま
で
ご
と
に

三
、
八
五
〇
円
を
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加
え
た
額
）

複
合
環
境
振
動
試
験
（
冷
熱
衝

一
時
間
に
つ
き

八
、
七
四
〇
円

撃
試
験
槽
）

（
一
時
間
を
超
え

る
と
き
は
、
そ
の

を

超
え
る
時
間
一
時

間
ま
で
ご
と
に

六
、
二
二
〇
円
を

加
え
た
額
）

複
合
環
境
振
動
試
験
（
恒
温
恒

一
時
間
に
つ
き

七
、
六
六
〇
円

湿
槽
）

（
一
時
間
を
超
え

る
と
き
は
、
そ
の

超
え
る
時
間
一
時

間
ま
で
ご
と
に

五
、
〇
九
〇
円
を

加
え
た
額
）

」

「

振
動
試

共
振
試
験

一
件
に
つ
き

六
、
七
八
〇
円

験

耐
久
試
験
（
大
型
）

一
時
間
に
つ
き

六
、
六
三
〇
円

（
一
時
間
を
超
え

る
と
き
は
、
そ
の

超
え
る
時
間
一
時

間
ま
で
ご
と
に

三
、
八
五
〇
円
を

加
え
た
額
）

複
合
試
験

一
時
間
に
つ
き

八
、
四
五
〇
円

に
、

（
一
時
間
を
超
え

る
と
き
は
、
そ
の

超
え
る
時
間
一
時

間
ま
で
ご
と
に

五
、
九
〇
〇
円
を

加
え
た
額
）

高
速
度
カ
メ
ラ
に
よ
る
解
析

一
件
に
つ
き

六
、
七
八
〇
円

モ
ー
シ
ョ
ン
キ
ャ
プ
チ
ャ
ー
に

一
件
に
つ
き

六
、
七
八
〇
円

よ
る
解
析

」

「

真
円
度

一
件
に
つ
き

二
、
二
一
〇
円

を
」

「

３
Ｄ
ス
キ
ャ
ン
シ
ス
テ
ム

一
時
間
に
つ
き

五
、
五
〇
〇
円

に
、

」

「

電
気
的
試
験

一
件
に
つ
き

一
、
二
八
〇
円

磁
気
的
試
験

一
件
に
つ
き

一
、
八
五
〇
円

高
周
波
特
性
測
定
試
験

簡
易
な
も
の

一
件
に
つ
き

一
、
九
〇
〇
円

を

複
雑
な
も
の

一
件
に
つ
き

五
、
一
四
〇
円

電
子
部
品
・
材
料
試
験

簡
易
な
も
の

一
件
に
つ
き

一
、
六
四
〇
円

複
雑
な
も
の

一
件
に
つ
き

三
、
〇
八
〇
円

」

「

電
気
的
試
験

一
般
の
も
の

一
件
に
つ
き

一
、
二
八
〇
円

複
雑
な
も
の

一
件
に
つ
き

二
、
八
一
〇
円

磁
気
的
試
験

一
般
の
も
の

一
件
に
つ
き

一
、
八
五
〇
円

複
雑
な
も
の

一
件
に
つ
き

四
、
三
六
〇
円

高
周
波
特
性
測
定
試
験

簡
易
な
も
の

一
件
に
つ
き

一
、
九
〇
〇
円

に
、

複
雑
な
も
の

一
件
に
つ
き

五
、
一
四
〇
円

特
殊
な
も
の

一
件
に
つ
き

九
、
七
三
〇
円

電
子
部
品
・
材
料
試
験

簡
易
な
も
の

一
件
に
つ
き

一
、
六
四
〇
円

複
雑
な
も
の

一
件
に
つ
き

三
、
〇
八
〇
円

特
殊
な
も
の

一
件
に
つ
き

五
、
二
七
〇
円

」

「

計
測
デ
ー
タ
処
理

一
時
間
に
つ
き

三
、
〇
八
〇
円

を
」

「

計
測
デ
ー
タ
処
理

一
時
間
に
つ
き

三
、
〇
八
〇
円

に
、

Ａ
Ｉ
シ
ス
テ
ム
実
証
試
験

一
時
間
に
つ
き

四
、
四
四
〇
円

」

「

比
表
面
積
測
定
試
験

窒
素
ガ
ス
吸
着

一
件
に
つ
き

二
八
、
八
〇
〇
円

ク
リ
プ
ト
ン
ガ

一
件
に
つ
き

三
九
、
一
〇
〇
円

ス
吸
着

細
孔
分
布
測
定
試
験

一
時
間
に
つ
き

三
、
七
〇
〇
円

を

（
一
時
間
を
超
え

る
と
き
は
、
そ
の

超
え
る
時
間
一
時

間
ま
で
ご
と
に

二
、
〇
五
〇
円
を

加
え
た
額
）

」

「

比
表
面
積
測
定
試
験

窒
素
ガ
ス
吸
着

一
件
に
つ
き

三
一
、
二
八
〇
円

（
Ｂ
Ｅ
Ｔ
法
）

ク
リ
プ
ト
ン
ガ

一
件
に
つ
き

三
九
、
一
〇
〇
円

ス
吸
着

細
孔
分
布
測
定
試
験
（
ガ
ス
吸
着
法
）

一
時
間
に
つ
き

三
、
八
二
〇
円

に
改

（
一
時
間
を
超
え

る
と
き
は
、
そ
の

超
え
る
時
間
一
時
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間
ま
で
ご
と
に

二
、
四
一
〇
円
を

加
え
た
額
）

」

め
、
同
表
分
析
の
項
中

「

ス
ペ
ク
ト
ル
測
定

一
時
間
に
つ
き

五
、
五
〇
〇
円

を

緩
和
時
間
測
定

一
件
に
つ
き

六
、
四
二
〇
円

」

「

緩
和
時
間
測
定

一
件
に
つ
き

六
、
四
二
〇
円

に
、

」

「

有
機
微
量
元
素
分
析

一
件
に
つ
き

一
三
、
四
〇
〇
円

を
」

「

有
機
元
素
分
析

一
件
に
つ
き

一
四
、
八
六
〇
円

に
改

」

め
、
同
表
製
作
又
は
加
工
の
項
中

「

プ
リ
ン
ト
基
板
試
作

一
時
間
に
つ
き

三
、
二
九
〇
円

を
」

「

プ
リ
ン
ト
基
板
試
作

一
時
間
に
つ
き

三
、
二
九
〇
円

に
改

試
験
シ
ス
テ
ム
製
作

一
時
間
に
つ
き

三
、
五
九
〇
円

」

め
、
同
表
試
験
・
分
析
の
技
術
レ
ポ
ー
ト
作
成
の
項
中
「
日
本
工
業
規
格
」
を
「
日
本
産
業
規

格
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
試
験
の
項
中
「
恒
温
恒
湿
室
」
を
「
恒
温
恒
湿
室
（
低
温
低
湿
対
応
）
」
に
、

「
一
、
一
八
〇
円
を
」
を
「
二
、
二
四
〇
円
を
」
に
、

「

広
帯
域
三
メ
ー
ト

一
時
間
に
つ
き

一
〇
、
二
〇
〇
円

ル
法
電
波
暗
室

を

高
機
能
三
メ
ー
ト

一
時
間
に
つ
き

一
〇
、
六
五
〇
円

ル
法
電
波
暗
室

」

「

高
機
能
三
メ
ー
ト

一
時
間
に
つ
き

一
一
、
二
三
〇
円

に
、
「
六
、
九
四
〇
円
」
を

ル
法
電
波
暗
室

」

「
八
、
七
〇
〇
円
」
に
、
「
六
、
五
八
〇
円
」
を
「
八
、
七
二
〇
円
」
に
、

「

Ｅ
Ｍ
Ｓ
試
験
（
シ
ー
ル
ド
ル
ー
ム
）

一
時
間
に
つ
き

三
、
四
九
〇
円

遠
方
界
シ
ー
ル
ド
材

一
般
の
も
の

一
時
間
に
つ
き

一
二
、
五
〇
〇
円

を

評
価
試
験

特
殊
な
も
の

一
時
間
に
つ
き

一
三
、
九
〇
〇
円

」

「

Ｅ
Ｍ
Ｓ
試
験
（
シ
ー
ル
ド
ル
ー
ム
）

一
時
間
に
つ
き

六
、
七
九
〇
円

に
改

遠
方
界
シ
ー
ル
ド
材
評
価
試
験

一
時
間
に
つ
き

一
六
、
八
〇
〇
円

」

め
、
同
表
試
験
・
分
析
の
技
術
レ
ポ
ー
ト
作
成
の
項
中
「
日
本
工
業
規
格
」
を
「
日
本
産
業
規

格
」
に
改
め
る
。

第
二
条

群
馬
県
立
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
電
気
電
子
系
の
項
中
「
一
、
三
八
〇
円
」
を
「
一
、
四
〇
〇
円
」
に
、
「
一
、
〇

八
〇
円
」
を
「
一
、
一
〇
〇
円
」
に
、
「
六
一
〇
円
」
を
「
六
二
〇
円
」
に
、
「
六
六
〇
円
」

を
「
六
七
〇
円
」
に
、
「
五
、
五
三
〇
円
」
を
「
五
、
六
三
〇
円
」
に
、
「
二
、
九
三
〇
円
」

を
「
二
、
九
八
〇
円
」
に
、
「
二
、
〇
一
〇
円
」
を
「
二
、
〇
四
〇
円
」
に
、
「
二
、
〇
五
〇

円
」
を
「
二
、
〇
八
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
計
測
系
の
項
中
「
一
、
五
九
〇
円
」
を
「
一
、
六

一
〇
円
」
に
、
「
一
、
二
三
〇
円
」
を
「
一
、
二
五
〇
円
」
に
、
「
七
一
〇
円
」
を
「
七
二
〇

円
」
に
、
「
六
六
〇
円
」
を
「
六
七
〇
円
」
に
、
「
二
、
四
六
〇
円
」
を
「
二
、
五
〇
〇
円
」

に
、
「
五
六
〇
円
」
を
「
五
七
〇
円
」
に
、
「
二
、
一
〇
〇
円
」
を
「
二
、
一
三
〇
円
」
に
改

め
、
同
表
機
械
系
の
項
中
「
三
、
六
四
〇
円
」
を
「
三
、
七
〇
〇
円
」
に
、
「
九
二
〇
円
」
を

「
九
三
〇
円
」
に
、
「
八
七
〇
円
」
を
「
八
八
〇
円
」
に
、
「
一
、
一
八
〇
円
」
を
「
一
、
二

〇
〇
円
」
に
、
「
一
、
七
四
〇
円
」
を
「
一
、
七
七
〇
円
」
に
、
「
五
六
〇
円
」
を
「
五
七
〇

円
」
に
、
「
一
、
五
四
〇
円
」
を
「
一
、
五
六
〇
円
」
に
、
「
一
、
三
三
〇
円
」
を
「
一
、
三

五
〇
円
」
に
、
「
六
〇
〇
円
」
を
「
六
一
〇
円
」
に
、
「
五
、
四
五
〇
円
」
を
「
五
、
五
五
〇

円
」
に
、
「
三
、
二
四
〇
円
」
を
「
三
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
八
四
〇
円
」
を
「
八
五
〇
円
」

に
、
「
一
、
〇
八
〇
円
」
を
「
一
、
一
〇
〇
円
」
に
、
「
三
、
七
五
〇
円
」
を
「
三
、
八
一
〇

円
」
に
、
「
二
、
三
一
〇
円
」
を
「
二
、
三
五
〇
円
」
に
、
「
二
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二
、
〇

三
〇
円
」
に
、
「
一
、
四
九
〇
円
」
を
「
一
、
五
一
〇
円
」
に
、
「
二
、
八
二
〇
円
」
を
「
二
、

八
七
〇
円
」
に
、
「
四
、
八
六
〇
円
」
を
「
四
、
九
五
〇
円
」
に
、
「
二
、
七
二
〇
円
」
を

「
二
、
七
七
〇
円
」
に
、
「
一
、
六
九
〇
円
」
を
「
一
、
七
二
〇
円
」
に
、
「
三
、
七
〇
〇

円
」
を
「
三
、
七
六
〇
円
」
に
、
「
九
七
〇
円
」
を
「
九
八
〇
円
」
に
、
「
二
、
九
五
〇
円
」

を
「
三
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
二
、
四
六
〇
円
」
を
「
二
、
五
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
化
学

系
の
項
中
「
一
〇
、
五
〇
〇
円
」
を
「
一
〇
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
七
、
七
一
〇
円
」
を
「
七
、

八
五
〇
円
」
に
、
「
七
、
七
六
〇
円
」
を
「
七
、
九
〇
〇
円
」
に
、
「
五
、
〇
三
〇
円
」
を

「
五
、
一
二
〇
円
」
に
、
「
四
、
八
三
〇
円
」
を
「
四
、
九
一
〇
円
」
に
、
「
二
、
六
二
〇

円
」
を
「
二
、
六
六
〇
円
」
に
、
「
二
、
一
六
〇
円
」
を
「
二
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
四
、
〇

六
〇
円
」
を
「
四
、
一
三
〇
円
」
に
、
「
三
、
四
四
〇
円
」
を
「
三
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
二
、

七
七
〇
円
」
を
「
二
、
八
二
〇
円
」
に
、
「
二
、
七
二
〇
円
」
を
「
二
、
七
七
〇
円
」
に
、

「
二
、
四
六
〇
円
」
を
「
二
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
二
、
四
一
〇
円
」
を
「
二
、
四
五
〇
円
」

に
、
「
一
、
五
四
〇
円
」
を
「
一
、
五
六
〇
円
」
に
、
「
二
、
三
一
〇
円
」
を
「
二
、
三
五
〇

円
」
に
、
「
一
、
一
三
〇
円
」
を
「
一
、
一
五
〇
円
」
に
、
「
六
、
三
七
〇
円
」
を
「
六
、
四

八
〇
円
」
に
、
「
一
、
七
四
〇
円
」
を
「
一
、
七
七
〇
円
」
に
、
「
三
、
三
四
〇
円
」
を
「
三
、

四
〇
〇
円
」
に
、
「
四
、
一
一
〇
円
」
を
「
四
、
一
八
〇
円
」
に
、
「
一
、
二
三
〇
円
」
を
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「
一
、
二
五
〇
円
」
に
、
「
一
、
九
五
〇
円
」
を
「
一
、
九
八
〇
円
」
に
、
「
八
、
五
三
〇

円
」
を
「
八
、
六
八
〇
円
」
に
、
「
二
、
二
六
〇
円
」
を
「
二
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
一
、
〇

二
〇
円
」
を
「
一
、
〇
三
〇
円
」
に
、
「
五
、
四
五
〇
円
」
を
「
五
、
五
五
〇
円
」
に
、
「
四
、

六
〇
〇
円
」
を
「
四
、
六
八
〇
円
」
に
、
「
五
、
九
八
〇
円
」
を
「
六
、
〇
九
〇
円
」
に
、

「
二
、
一
四
〇
円
」
を
「
二
、
一
七
〇
円
」
に
、
「
一
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
、
〇
一
〇
円
」

に
改
め
、
同
表
食
品
系
の
項
中
「
七
一
〇
円
」
を
「
七
二
〇
円
」
に
、
「
一
、
一
三
〇
円
」
を

「
一
、
一
五
〇
円
」
に
、
「
八
二
〇
円
」
を
「
八
三
〇
円
」
に
、
「
二
、
二
六
〇
円
」
を
「
二
、

三
〇
〇
円
」
に
、
「
一
一
、
二
五
〇
円
」
を
「
一
一
、
四
〇
〇
円
」
に
、
「
一
、
一
五
〇
円
」

を
「
一
、
一
七
〇
円
」
に
、
「
六
〇
〇
円
」
を
「
六
一
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
バ
イ
オ
系
の
項

中
「
二
、
六
二
〇
円
」
を
「
二
、
六
六
〇
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
電
気
電
子
系
の
項
中
「
六
、
一
八
〇
円
」
を
「
六
、
二
九
〇
円
」
に
、
「
七
、
四

六
〇
円
」
を
「
七
、
五
九
〇
円
」
に
、
「
三
、
九
〇
〇
円
」
を
「
三
、
九
七
〇
円
」
に
、
「
四
、

五
六
〇
円
」
を
「
四
、
六
四
〇
円
」
に
、
「
五
、
八
四
〇
円
」
を
「
五
、
九
四
〇
円
」
に
、

「
二
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二
、
〇
三
〇
円
」
に
、
「
一
、
六
九
〇
円
」
を
「
一
、
七
二
〇
円
」

に
、
「
二
、
二
五
〇
円
」
を
「
二
、
二
九
〇
円
」
に
、
「
三
、
五
三
〇
円
」
を
「
三
、
五
九
〇

円
」
に
、
「
一
、
八
一
〇
円
」
を
「
一
、
八
四
〇
円
」
に
、
「
二
、
一
二
〇
円
」
を
「
二
、
一

五
〇
円
」
に
、
「
八
五
〇
円
」
を
「
八
六
〇
円
」
に
、
「
七
七
〇
円
」
を
「
七
八
〇
円
」
に
改

め
、
同
表
機
械
系
の
項
中
「
五
六
〇
円
」
を
「
五
七
〇
円
」
に
、
「
九
二
〇
円
」
を
「
九
三
〇

円
」
に
、
「
一
、
六
九
〇
円
」
を
「
一
、
七
二
〇
円
」
に
、
「
二
、
九
五
〇
円
」
を
「
三
、
〇

〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
材
料
系
の
項
中
「
一
、
四
九
〇
円
」
を
「
一
、
五
一
〇
円
」
に
、

「
一
、
二
三
〇
円
」
を
「
一
、
二
五
〇
円
」
に
、
「
一
、
七
七
〇
円
」
を
「
一
、
八
〇
〇
円
」

に
改
め
る
。

別
表
第
三
試
験
の
項
中
「
三
、
一
八
〇
円
」
を
「
三
、
二
三
〇
円
」
に
、
「
四
、
八
三
〇

円
」
を
「
四
、
九
一
〇
円
」
に
、
「
一
、
一
三
〇
円
」
を
「
一
、
一
五
〇
円
」
に
、
「
三
、
一

三
〇
円
」
を
「
三
、
一
八
〇
円
」
に
、
「
四
、
七
三
〇
円
」
を
「
四
、
八
一
〇
円
」
に
、
「
六
、

六
三
〇
円
」
を
「
六
、
七
五
〇
円
」
に
、
「
二
、
七
七
〇
円
」
を
「
二
、
八
二
〇
円
」
に
、

「
三
七
、
五
〇
〇
円
」
を
「
三
八
、
一
〇
〇
円
」
に
、
「
二
、
九
五
〇
円
」
を
「
三
、
〇
〇
〇

円
」
に
、
「
四
、
四
二
〇
円
」
を
「
四
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
六
、
八
八
〇
円
」
を
「
七
、
〇

〇
〇
円
」
に
、
「
二
、
九
六
〇
円
」
を
「
三
、
〇
一
〇
円
」
に
、
「
一
、
五
八
〇
円
」
を
「
一
、

六
〇
〇
円
」
に
、
「
四
、
八
八
〇
円
」
を
「
四
、
九
七
〇
円
」
に
、
「
六
六
〇
円
」
を
「
六
七

〇
円
」
に
、
「
六
、
五
八
〇
円
」
を
「
六
、
七
〇
〇
円
」
に
、
「
三
、
八
三
〇
円
」
を
「
三
、

九
〇
〇
円
」
に
、
「
一
三
、
〇
四
〇
円
」
を
「
一
三
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
に
七
七
〇
円
」
を

「
に
七
八
〇
円
」
に
、
「
四
、
〇
一
〇
円
」
を
「
四
、
〇
八
〇
円
」
に
、
「
二
、
〇
〇
〇
円
」

を
「
二
、
〇
三
〇
円
」
に
、
「

九
七
〇
円

」
を
「

九
八
〇
円

」
に
、

―
―

―
―

「
三
、
〇
八
〇
円
」
を
「
三
、
一
三
〇
円
」
に
、
「
一
、
三
三
〇
円
」
を
「
一
、
三
五
〇
円
」

に
、
「
二
、
七
二
〇
円
」
を
「
二
、
七
七
〇
円
」
に
、
「
三
、
四
四
〇
円
」
を
「
三
、
五
〇
〇

円
」
に
、
「
四
、
一
一
〇
円
」
を
「
四
、
一
八
〇
円
」
に
、
「
四
、
一
六
〇
円
」
を
「
四
、
二

三
〇
円
」
に
、
「
一
、
〇
二
〇
円
」
を
「
一
、
〇
三
〇
円
」
に
、
「
二
、
三
六
〇
円
」
を
「
二
、

四
〇
〇
円
」
に
、
「
九
七
〇
円
を
」
を
「
九
八
〇
円
を
」
に
、
「
五
、
九
六
〇
円
」
を
「
六
、

〇
七
〇
円
」
に
、
「
一
、
一
八
〇
円
」
を
「
一
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
九
、
〇
五
〇
円
」
を

「
九
、
二
一
〇
円
」
に
、
「
三
、
八
〇
〇
円
」
を
「
三
、
八
七
〇
円
」
に
、
「
八
、
四
三
〇

円
」
を
「
八
、
五
八
〇
円
」
に
、
「
六
、
二
八
〇
円
」
を
「
六
、
三
九
〇
円
」
に
、
「
一
四
、

〇
三
〇
円
」
を
「
一
四
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
七
、
六
〇
〇
円
」
を
「
七
、
七
四
〇
円
」
に
、

「
一
一
、
六
三
〇
円
」
を
「
一
一
、
八
〇
〇
円
」
に
、
「
四
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
四
、
〇
七
〇

円
」
に
、
「
一
七
、
四
〇
〇
円
」
を
「
一
七
、
七
〇
〇
円
」
に
、
「
八
、
〇
九
〇
円
」
を
「
八
、

二
三
〇
円
」
に
、
「
八
、
一
三
〇
円
」
を
「
八
、
二
八
〇
円
」
に
、
「
九
、
九
二
〇
円
」
を

「
一
〇
、
一
〇
〇
円
」
に
、
「
一
二
、
一
〇
〇
円
」
を
「
一
二
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
四
、
九

八
〇
円
」
を
「
五
、
〇
七
〇
円
」
に
、
「
五
、
〇
九
〇
円
」
を
「
五
、
一
八
〇
円
」
に
、
「
四
、

五
二
〇
円
」
を
「
四
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
三
、
五
四
〇
円
」
を
「
三
、
六
〇
〇
円
」
に
、

「
三
、
二
四
〇
円
」
を
「
三
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
二
、
八
一
〇
円
」
を
「
二
、
八
六
〇
円
」

に
、
「
六
九
〇
円
」
を
「
七
〇
〇
円
」
に
、
「
二
、
五
七
〇
円
」
を
「
二
、
六
一
〇
円
」
に
、

「
五
六
〇
円
」
を
「
五
七
〇
円
」
に
、
「
三
、
一
四
〇
円
」
を
「
三
、
一
九
〇
円
」
に
、
「
九

九
〇
円
」
を
「
一
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
三
、
〇
二
〇
円
」
を
「
三
、
〇
七
〇
円
」
に
、
「
に

八
五
〇
円
」
を
「
に
八
六
〇
円
」
に
、
「
四
、
三
七
〇
円
」
を
「
四
、
四
五
〇
円
」
に
、
「
六
、

七
八
〇
円
」
を
「
六
、
九
〇
〇
円
」
に
、
「
三
、
八
五
〇
円
」
を
「
三
、
九
二
〇
円
」
に
、

「
八
、
四
五
〇
円
」
を
「
八
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
五
、
九
〇
〇
円
」
を
「
六
、
〇
〇
〇
円
」

に
、
「
一
、
八
五
〇
円
」
を
「
一
、
八
八
〇
円
」
に
、
「
三
、
九
五
〇
円
」
を
「
四
、
〇
二
〇

円
」
に
、
「
五
、
三
四
〇
円
」
を
「
五
、
四
三
〇
円
」
に
、
「
一
、
〇
八
〇
円
」
を
「
一
、
一

〇
〇
円
」
に
、
「
一
、
七
九
〇
円
」
を
「
一
、
八
二
〇
円
」
に
、
「
八
七
〇
円
」
を
「
八
八
〇

円
」
に
、
「
一
、
五
九
〇
円
」
を
「
一
、
六
一
〇
円
」
に
、
「
五
、
五
〇
〇
円
」
を
「
五
、
六

〇
〇
円
」
に
、
「
五
、
九
七
〇
円
」
を
「
六
、
〇
八
〇
円
」
に
、
「
一
、
五
三
〇
円
」
を
「
一
、

五
五
〇
円
」
に
、
「

一
、
二
八
〇
円

」
を
「

一
、
三
〇
〇
円

」
に
、
「
四
、
三

―
―

―
―

六
〇
円
」
を
「
四
、
四
四
〇
円
」
に
、
「
一
、
九
〇
〇
円
」
を
「
一
、
九
三
〇
円
」
に
、
「
五
、

一
四
〇
円
」
を
「
五
、
二
三
〇
円
」
に
、
「
九
、
七
三
〇
円
」
を
「
九
、
九
一
〇
円
」
に
、

「
一
、
六
四
〇
円
」
を
「
一
、
六
七
〇
円
」
に
、
「
五
、
二
七
〇
円
」
を
「
五
、
三
六
〇
円
」

に
、
「
四
、
四
四
〇
円
」
を
「
四
、
五
二
〇
円
」
に
、
「
一
、
二
三
〇
円
」
を
「
一
、
二
五
〇

円
」
に
、
「
五
、
七
〇
〇
円
」
を
「
五
、
八
〇
〇
円
」
に
、
「
七
、
二
五
〇
円
」
を
「
七
、
三

八
〇
円
」
に
、
「
一
五
、
八
九
〇
円
」
を
「
一
六
、
一
〇
〇
円
」
に
、
「
二
、
二
六
〇
円
」
を

「
二
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
二
、
二
一
〇
円
」
を
「
二
、
二
五
〇
円
」
に
、
「
三
一
、
二
八
〇

円
」
を
「
三
一
、
八
〇
〇
円
」
に
、
「
三
九
、
一
〇
〇
円
」
を
「
三
九
、
八
〇
〇
円
」
に
、

「
三
、
八
二
〇
円
」
を
「
三
、
八
九
〇
円
」
に
、
「
二
、
四
一
〇
円
」
を
「
二
、
四
五
〇
円
」

に
、
「
二
二
、
二
〇
〇
円
」
を
「
二
二
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
一
、
九
五
〇
円
」
を
「
一
、
九

八
〇
円
」
に
、
「

八
二
〇
円

」
を
「

八
三
〇
円

」
に
、
「
一
、
三
〇

―
―

―
―

〇
円
」
を
「
一
、
三
二
〇
円
」
に
、
「
二
、
四
六
〇
円
」
を
「
二
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
三
一
、

八
〇
〇
円
」
を
「
三
二
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
一
、
五
四
〇
円
」
を
「
一
、
五
六
〇
円
」
に
、

「
一
二
、
三
〇
〇
円
」
を
「
一
二
、
五
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
校
正
の
項
中
「
五
、
八
一
〇

円
」
を
「
五
、
九
一
〇
円
」
に
、
「
四
、
九
三
〇
円
」
を
「
五
、
〇
二
〇
円
」
に
、
「
一
、
一

三
〇
円
」
を
「
一
、
一
五
〇
円
」
に
、
「
一
、
三
三
〇
円
」
を
「
一
、
三
五
〇
円
」
に
、
「
一
、

〇
八
〇
円
」
を
「
一
、
一
〇
〇
円
」
に
、
「
一
、
九
五
〇
円
」
を
「
一
、
九
八
〇
円
」
に
、

「
九
七
〇
円
」
を
「
九
八
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
分
析
の
項
中
「
一
、
二
三
〇
円
」
を
「
一
、
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二
五
〇
円
」
に
、
「
二
、
二
六
〇
円
」
を
「
二
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
四
、
一
六
〇
円
」
を

「
四
、
二
三
〇
円
」
に
、
「
五
、
二
四
〇
円
」
を
「
五
、
三
三
〇
円
」
に
、
「
一
一
、
八
〇
〇

円
」
を
「
一
二
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「

三
、
八
〇
〇
円

」
を
「

三
、
八
七
〇
円

―
―

―

」
に
、
「
六
、
三
二
〇
円
」
を
「
六
、
四
三
〇
円
」
に
、
「
七
、
七
一
〇
円
」
を
「
七
、
八

―
五
〇
円
」
に
、
「
八
、
八
四
〇
円
」
を
「
九
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
九
、
五
六
〇
円
」
を
「
九
、

七
三
〇
円
」
に
、
「
一
三
、
六
〇
〇
円
」
を
「
一
三
、
八
〇
〇
円
」
に
、
「
一
九
、
〇
〇
〇

円
」
を
「
一
九
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
一
〇
、
六
〇
〇
円
」
を
「
一
〇
、
七
〇
〇
円
」
に
、

「
二
六
、
七
〇
〇
円
」
を
「
二
七
、
一
〇
〇
円
」
に
、
「
九
、
〇
五
〇
円
」
を
「
九
、
二
一
〇

円
」
に
、
「
一
五
、
二
〇
〇
円
」
を
「
一
五
、
四
〇
〇
円
」
に
、
「
八
、
〇
二
〇
円
」
を
「
八
、

一
六
〇
円
」
に
、
「
一
三
、
八
〇
〇
円
」
を
「
一
四
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一
〇
、
一
〇
〇

円
」
を
「
一
〇
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
七
、
五
六
〇
円
」
を
「
七
、
七
〇
〇
円
」
に
、
「
七
、

三
五
〇
円
」
を
「
七
、
四
八
〇
円
」
に
、
「
一
二
、
三
〇
〇
円
」
を
「
一
二
、
五
〇
〇
円
」
に
、

「
五
、
八
六
〇
円
」
を
「
五
、
九
六
〇
円
」
に
、
「
九
、
二
〇
〇
円
」
を
「
九
、
三
七
〇
円
」

に
、
「
一
三
、
三
〇
〇
円
」
を
「
一
三
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
八
、
〇
七
〇
円
」
を
「
八
、
二

一
〇
円
」
に
、
「
一
一
、
二
一
〇
円
」
を
「
一
一
、
四
〇
〇
円
」
に
、
「
一
六
、
三
五
〇
円
」

を
「
一
六
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
六
、
四
八
〇
円
」
を
「
六
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
一
〇
、
五

〇
〇
円
」
を
「
一
〇
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
一
一
、
一
〇
〇
円
」
を
「
一
一
、
三
〇
〇
円
」
に
、

「
九
、
九
二
〇
円
」
を
「
一
〇
、
一
〇
〇
円
」
に
、
「
四
、
九
三
〇
円
」
を
「
五
、
〇
二
〇

円
」
に
、
「
二
、
八
七
〇
円
」
を
「
二
、
九
二
〇
円
」
に
、
「
六
、
二
二
〇
円
」
を
「
六
、
三

三
〇
円
」
に
、
「
四
、
三
二
〇
円
」
を
「
四
、
四
〇
〇
円
」
に
、
「
五
、
七
五
〇
円
」
を
「
五
、

八
五
〇
円
」
に
、
「
八
、
六
四
〇
円
」
を
「
八
、
八
〇
〇
円
」
に
、
「
一
七
、
六
〇
〇
円
」
を

「
一
七
、
九
〇
〇
円
」
に
、
「
七
、
一
九
〇
円
」
を
「
七
、
三
二
〇
円
」
に
、
「
一
一
、
三
〇

〇
円
」
を
「
一
一
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
三
五
、
九
〇
〇
円
」
を
「
三
六
、
五
〇
〇
円
」
に
、

「
九
、
二
五
〇
円
」
を
「
九
、
四
二
〇
円
」
に
、
「
二
九
、
八
〇
〇
円
」
を
「
三
〇
、
三
〇
〇

円
」
に
、
「
一
四
、
七
〇
〇
円
」
を
「
一
四
、
九
〇
〇
円
」
に
、
「
三
七
、
八
〇
〇
円
」
を

「
三
八
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
一
二
、
四
〇
〇
円
」
を
「
一
二
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
二
、
六

七
〇
円
」
を
「
二
、
七
一
〇
円
」
に
、
「
四
、
九
八
〇
円
」
を
「
五
、
〇
七
〇
円
」
に
、
「
七
、

〇
九
〇
円
」
を
「
七
、
二
二
〇
円
」
に
、
「
一
四
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
四
、
二
〇
〇
円
」
に
、

「
一
六
、
四
〇
〇
円
」
を
「
一
六
、
七
〇
〇
円
」
に
、
「
三
、
〇
八
〇
円
」
を
「
三
、
一
三
〇

円
」
に
、
「
二
一
、
五
〇
〇
円
」
を
「
二
一
、
八
〇
〇
円
」
に
、
「
三
、
九
四
〇
円
」
を
「
四
、

〇
一
〇
円
」
に
、
「
四
、
〇
〇
〇
円
を
」
を
「
四
、
〇
七
〇
円
を
」
に
、
「
四
、
四
二
〇
円
」

を
「
四
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
八
、
八
九
〇
円
」
を
「
九
、
〇
五
〇
円
」
に
、
「
六
、
四
二
〇

円
」
を
「
六
、
五
三
〇
円
」
に
、
「
一
四
、
八
六
〇
円
」
を
「
一
五
、
一
〇
〇
円
」
に
、
「
二

一
、
八
〇
〇
円
」
を
「
二
二
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
二
五
、
一
〇
〇
円
」
を
「
二
五
、
五
〇
〇

円
」
に
、
「
二
〇
、
三
〇
〇
円
」
を
「
二
〇
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
一
〇
、
七
二
〇
円
」
を

「
一
〇
、
九
〇
〇
円
」
に
、
「
二
、
九
〇
〇
円
」
を
「
二
、
九
五
〇
円
」
に
、
「
一
六
、
六
〇

〇
円
」
を
「
一
六
、
九
〇
〇
円
」
に
、
「
三
、
六
三
〇
円
」
を
「
三
、
六
九
〇
円
」
に
改
め
、

同
表
鑑
定
の
項
中
「
二
、
六
七
〇
円
」
を
「
二
、
七
一
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
製
作
又
は
加
工

の
項
中
「
三
、
二
九
〇
円
」
を
「
三
、
三
五
〇
円
」
に
、
「
三
、
五
九
〇
円
」
を
「
三
、
六
五

〇
円
」
に
、
「
五
、
〇
三
〇
円
」
を
「
五
、
一
二
〇
円
」
に
、
「
九
、
九
七
〇
円
」
を
「
一
〇
、

一
〇
〇
円
」
に
、
「
一
、
一
八
〇
円
」
を
「
一
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
一
、
三
八
〇
円
」
を

「
一
、
四
〇
〇
円
」
に
、
「
二
四
、
四
〇
〇
円
」
を
「
二
四
、
八
〇
〇
円
」
に
、
「
一
、
四
三

〇
円
」
を
「
一
、
四
五
〇
円
」
に
、
「
四
、
三
二
〇
円
」
を
「
四
、
四
〇
〇
円
」
に
、
「
一
二
、

三
〇
〇
円
」
を
「
一
二
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
三
、
四
八
〇
円
」
を
「
三
、
五
四
〇
円
」
に
、

「
六
一
〇
円
」
を
「
六
二
〇
円
」
に
、
「
二
、
〇
五
〇
円
」
を
「
二
、
〇
八
〇
円
」
に
、
「
五
、

〇
九
〇
円
」
を
「
五
、
一
八
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
設
計
又
は
解
析
の

項
中
「
三
、
二
四
〇
円
」
を
「
三
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
四
、
四
二
〇
円
」
を
「
四
、
五
〇
〇

円
」
に
、
「
二
、
四
一
〇
円
」
を
「
二
、
四
五
〇
円
」
に
、
「
四
、
二
六
〇
円
」
を
「
四
、
三

三
〇
円
」
に
、
「
二
、
二
六
〇
円
」
を
「
二
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
四
、
五
二
〇
円
」
を
「
四
、

六
〇
〇
円
」
に
、
「
三
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
三
、
〇
五
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
試
験
・
分
析
の

技
術
レ
ポ
ー
ト
作
成
の
項
中
「
五
、
一
四
〇
円
」
を
「
五
、
二
三
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
研
修

生
の
受
入
れ
の
項
中
「
二
、
五
七
〇
円
」
を
「
二
、
六
一
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
研
究
職
員
派

遣
の
項
中
「
二
、
五
七
〇
円
」
を
「
二
、
六
一
〇
円
」
に
、
「
三
、
五
九
〇
円
」
を
「
三
、
六

五
〇
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
試
験
の
項
中
「
三
、
一
三
〇
円
」
を
「
三
、
一
八
〇
円
」
に
、
「
四
、
七
三
〇

円
」
を
「
四
、
八
一
〇
円
」
に
、
「
一
、
一
三
〇
円
」
を
「
一
、
一
五
〇
円
」
に
、
「
一
、
三

三
〇
円
」
を
「
一
、
三
五
〇
円
」
に
、
「
二
、
七
二
〇
円
」
を
「
二
、
七
七
〇
円
」
に
、
「
四
、

〇
六
〇
円
」
を
「
四
、
一
三
〇
円
」
に
、
「
二
、
五
一
〇
円
」
を
「
二
、
五
五
〇
円
」
に
、

「
二
、
六
七
〇
円
」
を
「
二
、
七
一
〇
円
」
に
、
「
六
六
〇
円
」
を
「
六
七
〇
円
」
に
、
「
三
、

二
四
〇
円
」
を
「
三
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
二
、
二
四
〇
円
」
を
「
二
、
二
八
〇
円
」
に
、

「
三
、
四
九
〇
円
」
を
「
三
、
五
五
〇
円
」
に
、
「
一
、
四
九
〇
円
」
を
「
一
、
五
一
〇
円
」

に
、
「
三
、
七
〇
〇
円
」
を
「
三
、
七
六
〇
円
」
に
、
「
一
、
六
九
〇
円
」
を
「
一
、
七
二
〇

円
」
に
、
「
一
、
一
八
〇
円
」
を
「
一
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
三
、
九
五
〇
円
」
を
「
四
、
〇

二
〇
円
」
に
、
「
五
、
三
四
〇
円
」
を
「
五
、
四
三
〇
円
」
に
、
「
五
、
九
六
〇
円
」
を
「
六
、

〇
七
〇
円
」
に
、
「
一
、
〇
八
〇
円
」
を
「
一
、
一
〇
〇
円
」
に
、
「
一
、
七
九
〇
円
」
を

「
一
、
八
二
〇
円
」
に
、
「
八
七
〇
円
」
を
「
八
八
〇
円
」
に
、
「
五
、
五
〇
〇
円
」
を
「
五
、

六
〇
〇
円
」
に
、
「
一
一
、
二
三
〇
円
」
を
「
一
一
、
四
〇
〇
円
」
に
、
「
八
、
七
〇
〇
円
」

を
「
八
、
八
六
〇
円
」
に
、
「
五
、
二
四
〇
円
」
を
「
五
、
三
三
〇
円
」
に
、
「
八
、
七
二
〇

円
」
を
「
八
、
八
八
〇
円
」
に
、
「
六
、
七
九
〇
円
」
を
「
六
、
九
一
〇
円
」
に
、
「
一
六
、

八
〇
〇
円
」
を
「
一
七
、
一
〇
〇
円
」
に
、
「
五
、
一
四
〇
円
」
を
「
五
、
二
三
〇
円
」
に
、

「
一
〇
、
二
〇
〇
円
」
を
「
一
〇
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
一
二
、
三
〇
〇
円
」
を
「
一
二
、
五

〇
〇
円
」
に
、
「
四
、
一
一
〇
円
」
を
「
四
、
一
八
〇
円
」
に
、
「
六
、
三
二
〇
円
」
を
「
六
、

四
三
〇
円
」
に
、
「
一
四
、
五
〇
〇
円
」
を
「
一
四
、
七
〇
〇
円
」
に
、
「
一
七
、
一
〇
〇

円
」
を
「
一
七
、
四
〇
〇
円
」
に
、
「
六
、
一
一
〇
円
」
を
「
六
、
二
二
〇
円
」
に
、
「
九
、

〇
五
〇
円
」
を
「
九
、
二
一
〇
円
」
に
、
「
六
、
七
三
〇
円
」
を
「
六
、
八
五
〇
円
」
に
改
め
、

同
表
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
設
計
又
は
解
析
の
項
中
「
三
、
二
四
〇
円
」
を
「
三
、
三
〇
〇

円
」
に
、
「
四
、
七
三
〇
円
」
を
「
四
、
八
一
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
試
験
・
分
析
の
技
術
レ

ポ
ー
ト
作
成
の
項
中
「
五
、
一
四
〇
円
」
を
「
五
、
二
三
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
研
修
生
の
受

入
れ
の
項
中
「
二
、
五
七
〇
円
」
を
「
二
、
六
一
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
研
究
職
員
派
遣
の
項

中
「
二
、
五
七
〇
円
」
を
「
二
、
六
一
〇
円
」
に
、
「
三
、
五
九
〇
円
」
を
「
三
、
六
五
〇
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円
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
の
う
ち
、
第
一
条
の
規
定
（
群
馬
県
立
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関

す
る
条
例
施
行
規
則
別
表
第
三
試
験
・
分
析
の
技
術
レ
ポ
ー
ト
作
成
の
項
及
び
別
表
第
四
試
験

・
分
析
の
技
術
レ
ポ
ー
ト
作
成
の
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
は
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か

ら
、
同
条
中
同
規
則
別
表
第
三
試
験
・
分
析
の
技
術
レ
ポ
ー
ト
作
成
の
項
及
び
別
表
第
四
試
験

・
分
析
の
技
術
レ
ポ
ー
ト
作
成
の
項
の
改
正
規
定
は
同
年
七
月
一
日
か
ら
、
第
二
条
、
次
項
及

び
附
則
第
三
項
の
規
定
は
同
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
群
馬
県
立
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る

条
例
施
行
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二

の
規
定
は
、
同
条
の
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
さ
れ
る
使
用
の
申
請
に
係
る
使
用
料
に
つ
い
て

適
用
し
、
同
日
前
に
さ
れ
た
使
用
の
申
請
に
係
る
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

３

改
正
後
の
規
則
別
表
第
三
及
び
別
表
第
四
の
規
定
は
、
第
二
条
の
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
さ

れ
る
試
験
等
の
依
頼
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
さ
れ
た
試
験
等
の
依
頼
に

係
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

群
馬
県
立
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
十
九
号

群
馬
県
立
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
立
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
群
馬
県
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
競
技
場
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
、
競
技
場
」

の
下
に
「
等
」
を
加
え
る
。

第
五
条
中
「
競
技
場
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
競
技
場
の
」
を
「
競
技
場
等
の
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
二
第
一
号
中
「
競
技
場
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
る
。

「
野
球
場

別
表
第
二
号
の
表
敷
島
公
園
の
項
中
「
野
球
場
」
を

に
改

管
理
棟
（
会
議
室
・
多
目
的
室
）
」

め
る
。

競
技
場
利
用
許
可
申
請
書

競
技
場
等
利
用
許
可

別
記
様
式
第
三
号
別
紙
以
外
の
部
分
中
「

」
を
「

サ
ッ
カ

「

ー

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を

申
請
書

競
技
場
名

施
設
名

サ
ッ
カ

・
ラ
グ
ビ

場
ー

ー
管
理
棟

・
ラ
グ
ビ

場
ー

に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
別
紙
を
次
の

付
属
施
設

附
属
施
設

（

）
」

会
議
室
・
多
目
的
室

よ
う
に
改
め
る
。
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別紙
敷島公園の有料公園施設の附属施設又は夜間照明施設の利用（利用するものに○又は必要事項を記入すること。）

施設名等 １日 午前 午後 施設名等 利用時間時間外

県外利用者アマチュアスポーツ以外
会議室 利用者の区分

それ以外
陸

附 雨天練習室 照 全点灯 ： ～ ：
上 点

属 トレーニング室 明 ３分の２点灯 ： ～ ：
競 灯

施 きよ火施設 式 施 ３分の１点灯 ： ～ ：
技 区

設 設 ５分の１点灯 ： ～ ：
場 大型映像装置 分

広告表示 有 ・ 無 １０分の１点灯 ： ～ ：

補 照 点 全点灯 ： ～ ：
助
陸 明 灯 ２分の１点灯 ： ～ ：
上
競 施 区 １４分の５点灯 ： ～ ：
技
場 設 分 １４分の２点灯 ： ～ ：

県外利用者アマチュアスポーツ以外

それ以外
会議室 利用者の区分

野 附 照
点投球練習所 全点灯 ： ～ ：

明
灯属

球 試合 施 ２分の１点灯 ： ～ ：
区施 大型映像装置

設
広告表示 有 ・ 無 ４分の１点灯 ： ～ ：分

場 設
放送報道室 室 室 室 室

水泳場 大会運営室
附

属 会議室
サッカー・
ラグビー場

施
Ａ・Ｂ Ａ・Ｂ Ａ・Ｂ Ａ・Ｂ会議室

設
管理棟

多目的室

敷島公園の有料公園施設の附属器具等の利用（利用するものに必要事項を記入すること。）

時間外 時間外区分 一日 午前 午後 区分 一日 午前 午後

式 式 式 式 拡声装置 式 式 式 式
陸上競技用器具

点 湯沸室 室 室 室 室

サッカー用器具 組 組 組 組 温水シャワー室 室 室 室 室

張り 張り 張り 張りラグビー用器具 組 組 組 組 天幕

スイミングタイマー 式 式 式 式

号 外 （第３号）平成３１年３月２２日（金） 群 馬 県 報
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
別
記
様
式
第
三
号
に
よ
る
書
類
は
、

改
正
後
の
同
様
式
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
別
記
様
式
第
三
号
に
よ
る
用
紙
は
、

当
分
の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
二
十
号

群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
群
馬
県
規
則
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
、
第
二
号
」
を
削
る
。

第
三
条
の
二
第
一
項
中
「
第
五
条
第
一
項
第
二
号
イ
」
を
「
第
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
」
に
改
め
、

同
項
第
一
号
ハ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ハ

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
十

一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

第
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ

海
外
か
ら
の
引
揚
者
で
本
邦
に
引
き
揚
げ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
て
い
な
い

も
の

ホ

ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
等
に
対
す
る
補
償
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三

年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
等

第
三
条
の
二
第
二
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
項
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

前
項
第
一
号
ハ
又
は
ホ
に
該
当
す
る
者

第
三
条
の
二
第
二
項
第
五
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
削
る
。

第
四
条
中
「
第
五
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
五
条
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
号
中
「
生
活
保
護
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
」
を
加

え
、
同
条
第
五
号
中
「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条

第
二
項
」
を
「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年

法
律
第
三
十
一
号
）
第
一
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
第
三
条
第
三
項
第
三
号
」
の
下
に

「
（
同
法
第
二
十
八
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
、
「
第
五
条
」
の
下
に

「
（
同
法
第
二
十
八
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
号
ロ
中
「
第
十

条
第
一
項
」
の
下
に
「
（
同
法
第
二
十
八
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、

同
条
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
お
い
て
、
東
京
電
力
原
子
力
事
故
に
よ
り
被
災
し
た
子
ど
も

を
は
じ
め
と
す
る
住
民
等
の
生
活
を
守
り
支
え
る
た
め
の
被
災
者
の
生
活
支
援
等
に
関
す
る
施

策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る

支
援
対
象
地
域
又
は
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
四

条
第
四
号
に
規
定
す
る
避
難
解
除
区
域
と
さ
れ
た
区
域
に
居
住
し
て
い
た
者

第
十
九
条
中
「
第
五
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
五
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

明
・
大

大
・
昭

「

「

母
子
・
父
子

未
婚

ひ
と
り
親

別
記
様
式
第
一
号
中

を

に
、
「

（

」
を
「

」

・

」

昭
・
平

平

（

」
に
改
め
る
。

非
婚

「

「

性
別

別
記
様
式
第
三
十
一
号
中

を

に
、

生
年
月
日

生
年
月
日

」

」

「

「

同
居

同
居

・

を

・

に

別
被

別
被

」

」

改
め
る
。

「

郵
便
番
号

３
７
１
－
８
５
７
０

前
橋
市
大
手
町
一
丁
目
１
番
地
１
号

別
記
様
式
第
三
十
二
号
中

を

群
馬
県
県
土
整
備
部
住
宅
政
策
課（

）

電
話
０
２
７
－
２
２
６
－
３
７
１
８

直
通

」

「

に
改
め
る
。

」

「

別
記
様
式
第
三
十
三
号
表
中

（

）

を

電
話
番
号

自
宅

」

「

自
宅
電
話
番
号

に
、

携
帯
電
話
番
号

」

「

を

死
亡

」

「
死

亡

に
、

特
別

控
除

障
害
者
手
帳
の

写
し

所
得
課

（障
害
者
控
除

寡
、

、
婦

寡
夫

控
除

書
等

（

）

）

税
証
明

」

「

（

）

」
を

５
そ
の
他

理
由

５
特
別
控
除
が
発
生
し
た
た
め

所
得
税
法
に
規
定
す
る
障
害
者

特
別
障
害
者

寡
婦

「

（

、
、

号 外 （第３号）平成３１年３月２２日（金） 群 馬 県 報
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（

）

（

）

）

に

寡
夫

又
は
非
婚
の
母

非
婚
の
父

に
該
当
す
る
た
め

（

）

」

６
そ
の
他

理
由

改
め
、
同
様
式
裏
中

５
退
職

廃
業
並
び
に
勤
務
先
及
び
雇
用
形
態
変
更
の
場
合
は

下
表
に
該
当
す
る
書
類

「
、

、

を
」

を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

５
所
得
税
法
に
規
定
す
る
障
害
者

特
別
障
害
者

寡
婦

寡
夫

又
は
非
婚
の
母

非

「

（

）

（

、
、

婚
の
父

に
該
当
す
る
場
合
は

次
の
書
類
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い

）
、

。

・
障
害
者
・
特
別
障
害
者

障
害
者
手
帳
の
写
し

氏
名

障
害
等
級

有
効
期
限
等
を

（

、
、

）

確
認
で
き
る
も
の

に

・
寡
婦

寡
夫

所
得
課
税
証
明
書

（

）

・
非
婚
の
母

非
婚
の
父

戸
籍
全
部
事
項
証
明
書
又
は
住
民
票
の
写
し

（

）
６

退
職

廃
業
並
び
に
勤
務
先
及
び
雇
用
形
態
変
更
の
場
合
は

下
表
に
該
当
す
る
書
類

、
、

」

を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

改
め
る
。

別
記
様
式
第
三
十
九
号
中

１
一
時
不
使
用
の
理
由

「

を
」

１
一
時
不
使
用
の
理
由
及
び
滞
在
先

「

（

）

理
由

該
当
す
る
番

（

１
入
院

２
入
所

３
仕
事

４
そ
の
他

号
を
〇
で
囲
み

具
、

体
的
に
記
入
し
て
く

）

に
、

だ
さ
い
。

滞
在
先
住
所

滞
在
先
名
称

滞
在
先
電
話
番
号

」

「

を

電
話
番
号

」

「

氏
名

続
柄

に
改

自
宅
電
話
番
号

携
帯
電
話
番
号

」

め
る
。

「

郵
便
番
号

３
７
１
－
８
５
７
０

前
橋
市
大
手
町
一
丁
目
１
番
地
１
号

別
記
様
式
第
四
十
五
号
中

を

群
馬
県
県
土
整
備
部
住
宅
政
策
課（

）

電
話
０
２
７
－
２
２
６
－
３
７
１
８

直
通

」

「

に
改
め
る
。

」

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
改
正

前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
改
正
後
の
群
馬
県
県
営
住

宅
管
理
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙
は
、
当
分

の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

訓

令

■
群
馬
県
訓
令
甲
第
一
号

県

庁

地
域
機
関

専
門
機
関

群
馬
県
庁
議
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
庁
議
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

群
馬
県
庁
議
規
程
（
平
成
四
年
群
馬
県
訓
令
甲
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
環
境
森
林
部
長
」
を
「
森
林
環
境
部
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
訓
令
甲
第
二
号

県

庁

地
域
機
関

専
門
機
関

群
馬
県
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
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群
馬
県
処
務
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
群
馬
県
訓
令
甲
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
第
四
条
第
三
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
四
項
」
を
加
え

る
。第

三
十
三
条
の
四
の
見
出
し
中
「
育
児
介
護
職
員
」
を
「
子
育
て
・
介
護
等
職
員
」
に
改
め
、
同

条
第
一
項
中
「
第
三
条
第
四
項
」
の
下
に
「
及
び
第
四
条
第
四
項
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
養

育
又
は
介
護
の
状
況
申
出
書
」
を
「
養
育
又
は
介
護
等
の
状
況
申
出
書
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中

「
第
三
条
第
四
項
」
の
下
に
「
又
は
第
四
条
第
四
項
」
を
加
え
、
「
養
育
又
は
介
護
の
状
況
変
更

届
」
を
「
養
育
又
は
介
護
等
の
状
況
変
更
届
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
第
一
項
の
表
特
別
休
暇
の
項
第
十
三
号
の
三
中
「
満
十
五
歳
」
を
「
満
十
八
歳
」
に

改
め
る
。

育
児
介
護
職
員

子
育
て

別
記
様
式
第
十
号
の
八
（
第
１
面
）
及
び
（
第
２
面
）
注
１
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

・
介
護
等
職
員

別
記
様
式
第
十
号
の
九
中
「

」
の
次
に
「

」
を
加
え
る
。

第
４
条
第
３
項

若
し
く
は
第
４
項

介
護
の

介
護
等
の

第
３
条
第

別
記
様
式
第
十
号
の
十
注
以
外
の
部
分
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
「

４
項

又
は
第
４
条
第
４
項

要
介
護
者

要
介
護
者
等

の

」
の
次
に
「

」
を
加
え
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
「

」
の
次
に
「

」
を
加
え
、
「

」

介
護

の
介
護
等

症
状

・
障
害
の
状
況

介
護
が

を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
注
３
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」

介
護
等
が

要
介
護
者

要
介
護
者
等

介
護
の

を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

介
護
等
の

介
護
を

介
護
等
を

別
記
様
式
第
十
号
の
十
一
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
「

」

又
は
介
護

又
は
介
護
等

第
３
条
第
４
項

の
次
に
「

」
を
加
え
、
「

」
を
「

」

又
は
第
４
条
第
４
項

要
介
護
者
の
介
護

要
介
護
者
等
の
介
護
等

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
訓
令
甲
第
三
号

環

境

森

林

部

環
境
森
林
事
務
所

森

林

事

務

所

群
馬
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
関
係
事
務
取
扱
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
関
係
事
務
取
扱
規
程

の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

群
馬
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
関
係
事
務
取
扱
規
程
（
昭

和
三
十
八
年
群
馬
県
訓
令
甲
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
環
境
森
林
事
務
所
長
又
は
」
を
「
森
林
環
境
事
務
所
長
又
は
」
に
、
「
環
境
森
林
事

務
所
長
等
」
を
「
森
林
環
境
事
務
所
長
等
」
に
改
め
る
。

第
三
条
か
ら
第
十
条
ま
で
の
規
定
中
「
環
境
森
林
事
務
所
長
等
」
を
「
森
林
環
境
事
務
所
長
等
」

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
訓
令
甲
第
四
号

環

境

森

林

部

環
境
森
林
事
務
所

森

林

事

務

所

鳥
獣
保
護
管
理
員

群
馬
県
鳥
獣
保
護
管
理
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
鳥
獣
保
護
管
理
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

群
馬
県
鳥
獣
保
護
管
理
員
服
務
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
群
馬
県
訓
令
甲
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
環
境
森
林
事
務
所
長
又
は
」
を
「
森
林
環
境
事
務
所
長
又
は
」
に
、
「
環
境

森
林
事
務
所
長
等
」
を
「
森
林
環
境
事
務
所
長
等
」
に
改
め
る
。

第
四
条
及
び
第
五
条
中
「
環
境
森
林
事
務
所
長
等
」
を
「
森
林
環
境
事
務
所
長
等
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
号
裏
中
「

」
を
「

」
に
、

環
境
森
林
事
務
所
長
又
は

森
林
環
境
事
務
所
長
又
は

「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

環
境
森
林
事
務
所
長
等

森
林
環
境
事
務
所
長
等

別
記
様
式
第
二
号
、
別
記
様
式
第
三
号
表
及
び
別
記
様
式
第
四
号
中
「

」
を

環
境
森
林
事
務
所
長

「

」
に
改
め
る
。

森
林
環
境
事
務
所
長

附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
群
馬
県
鳥

獣
保
護
管
理
員
証
は
、
改
正
後
の
同
様
式
に
よ
る
群
馬
県
鳥
獣
保
護
管
理
員
証
と
み
な
す
。

教
育
委
員
会
規
則

■消
費
税
法
及
び
地
方
税
法
の
改
正
に
伴
う
関
係
教
育
委
員
会
規
則
の
整
備
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

消
費
税
法
及
び
地
方
税
法
の
改
正
に
伴
う
関
係
教
育
委
員
会
規
則
の
整
備
に
関
す
る
規
則

号 外 （第３号）平成３１年３月２２日（金） 群 馬 県 報
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（
群
馬
県
立
美
術
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

群
馬
県
立
美
術
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
群
馬
県

教
育
委
員
会
規
則
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
模
写
・
模
造
の
項
中
「
一
、
○
二
○
円
」
を
「
一
、
○
三
○
円
」
に
改
め
、
同
表
撮

影
の
項
中
「
三
、
六
○
○
円
」
を
「
三
、
六
六
○
円
」
に
、
「
一
、
○
二
○
円
」
を
「
一
、
○
三

○
円
」
に
、
「
五
、
一
四
○
円
」
を
「
五
、
二
三
○
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
照
明
設
備
の
項
中
「
一
、
○
二
○
円
」
を
「
一
、
○
三
○
円
」
に
、
「
二
、
五
七
○

円
」
を
「
二
、
六
一
○
円
」
に
改
め
、
同
表
映
写
設
備
の
項
中
「
五
、
一
四
〇
円
」
を
「
五
、
二

三
○
円
」
に
改
め
、
同
表
音
響
設
備
の
項
中
「
一
、
五
四
〇
円
」
を
「
一
、
五
六
〇
円
」
に
改
め

る
。

（
群
馬
県
立
歴
史
博
物
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

群
馬
県
立
歴
史
博
物
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
群

馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

模
写
・
模
造

別
表
熟
覧
の
項
中
「
一
、
二
八
○
円
」
を
「
一
、
三
○
○
円
」
に
改
め
、
同
表

の

実
測
・
採
拓

項
中
「
二
、
五
八
○
円
」
を
「
二
、
六
二
○
円
」
に
改
め
、
同
表
撮
影
の
項
中
「
三
、
八
七
○

円
」
を
「
三
、
九
四
○
円
」
に
改
め
る
。

（
群
馬
県
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

群
馬
県
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
二

年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
ピ
ア
ノ
の
項
中
「
二
、
四
二
○
円
」
を
「
二
、
四
六
○
円
」
に
、
「
四
、
八
四
○
円
」
を

「
四
、
九
二
○
円
」
に
、
「
一
、
六
五
○
円
」
を
「
一
、
六
八
○
円
」
に
、
「
三
、
三
○
○
円
」

を
「
三
、
三
六
○
円
」
に
改
め
、
同
表
電
子
オ
ル
ガ
ン
の
項
中
「
八
三
○
円
」
を
「
八
四
○
円
」

に
、
「
一
、
六
六
○
円
」
を
「
一
、
六
八
○
円
」
に
改
め
、
同
表
音
響
・
視
聴
覚
設
備
の
項
中

「
一
、
一
二
○
円
」
を
「
一
、
一
四
○
円
」
に
、
「
二
、
二
四
○
円
」
を
「
二
、
二
八
○
円
」
に
、

「
五
六
○
円
」
を
「
五
七
○
円
」
に
、
「
六
九
○
円
」
を
「
七
○
○
円
」
に
、
「
一
、
三
八
○

円
」
を
「
一
、
四
○
○
円
」
に
、
「
一
、
三
五
○
円
」
を
「
一
、
三
七
○
円
」
に
、
「
二
、
七
○

○
円
」
を
「
二
、
七
四
○
円
」
に
、
「
一
、
○
五
○
円
」
を
「
一
、
○
六
○
円
」
に
、
「
二
、
一

○
○
円
」
を
「
二
、
一
二
○
円
」
に
、
「
一
、
二
九
○
円
」
を
「
一
、
三
一
○
円
」
に
、
「
二
、

五
八
○
円
」
を
「
二
、
六
二
○
円
」
に
改
め
る
。

（
群
馬
県
立
土
屋
文
明
記
念
文
学
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

群
馬
県
立
土
屋
文
明
記
念
文
学
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
八

年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
撮
影
の
項
中
「
四
、
八
四
○
円
」
を
「
四
、
九
二
○
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
研
修
室
の
項
中
「
一
、
五
七
○
円
」
を
「
一
、
五
九
○
円
」
に
改
め
る
。

（
群
馬
県
立
自
然
史
博
物
館
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

群
馬
県
立
自
然
史
博
物
館
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
規
則
（
平
成
八
年
群
馬
県
教
育
委

員
会
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
熟
覧
の
項
中
「
一
、
二
八
○
円
」
を
「
一
、
三
○
○
円
」
に
改
め
、
同
表
模
写
、
模
造
、

実
測
の
項
中
「
二
、
五
八
○
円
」
を
「
二
、
六
二
○
円
」
に
改
め
、
同
表
撮
影
の
項
中
「
三
、
八

七
○
円
」
を
「
三
、
九
四
○
円
」
に
改
め
る
。

（
群
馬
県
立
ぐ
ん
ま
昆
虫
の
森
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

群
馬
県
立
ぐ
ん
ま
昆
虫
の
森
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
模
写
、
模
造
、
実
測
の
項
中
「
二
、
五
八
○
円
」
を
「
二
、
六
二
○
円
」
に
改
め
、

同
表
撮
影
の
項
中
「
三
、
八
七
○
円
」
を
「
三
、
九
四
○
円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
使
用
の
承
認
を
得
て
い
る
者
に
係
る
当
該
承
認
に
係
る
使
用
料
の

額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

群
馬
県
立
自
然
史
博
物
館
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号

群
馬
県
立
自
然
史
博
物
館
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
立
自
然
史
博
物
館
組
織
規
則
（
平
成
八
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
及
び
学
芸
係
」
を
「
、
地
学
研
究
係
及
び
生
物
研
究
係
」
に
改
め
る
。

第
三
条
学
芸
係
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

地
学
研
究
係

一

古
生
物
、
地
質
・
岩
石
、
天
文
等
（
以
下
「
地
学
分
野
」
と
い
う
。
）
に
係
る
展
示
事
業

の
企
画
及
び
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

二

地
学
分
野
に
係
る
博
物
館
資
料
の
専
門
的
解
説
に
関
す
る
こ
と
。

三

地
学
分
野
に
係
る
博
物
館
資
料
の
収
集
及
び
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

四

地
学
分
野
に
係
る
博
物
館
資
料
の
専
門
的
及
び
技
術
的
な
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

五

地
学
分
野
に
係
る
博
物
館
資
料
の
寄
贈
及
び
寄
託
に
関
す
る
こ
と
。

六

地
学
分
野
に
係
る
博
物
館
資
料
の
利
用
の
指
導
及
び
助
言
に
関
す
る
こ
と
。

七

地
学
分
野
に
係
る
情
報
シ
ス
テ
ム
の
運
用
に
関
す
る
こ
と
。

八

そ
の
他
地
学
分
野
に
係
る
学
芸
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
条
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

生
物
研
究
係

一

ほ
乳
類
、
昆
虫
、
植
物
、
菌
類
等
（
以
下
「
生
物
分
野
」
と
い
う
。
）
に
係
る
展
示
事
業

の
企
画
及
び
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

二

生
物
分
野
に
係
る
博
物
館
資
料
の
専
門
的
解
説
に
関
す
る
こ
と
。

三

生
物
分
野
に
係
る
博
物
館
資
料
の
収
集
及
び
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

四

生
物
分
野
に
係
る
博
物
館
資
料
の
専
門
的
及
び
技
術
的
な
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

五

生
物
分
野
に
係
る
博
物
館
資
料
の
寄
贈
及
び
寄
託
に
関
す
る
こ
と
。
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六

生
物
分
野
に
係
る
博
物
館
資
料
の
利
用
の
指
導
及
び
助
言
に
関
す
る
こ
と
。

七

生
物
分
野
に
係
る
情
報
シ
ス
テ
ム
の
運
用
に
関
す
る
こ
と
。

八

そ
の
他
生
物
分
野
に
係
る
学
芸
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
学
校
保
健
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

群
馬
県
学
校
保
健
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
学
校
保
健
審
議
会
規
則
（
昭
和
四
十
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号

を
削
り
、
同
条
第
五
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

教
育
委
員
会
訓
令

■
群
馬
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号

事

務

局

各
教
育
機
関
（
学
校
を
除
く
。
）

職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲

第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
中
「
第
三
条
第
四
項
」
の
下
に
「
又
は
第
四
条
第
四
項
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項

中
「
同
項
」
の
下
に
「
又
は
条
例
第
四
条
第
四
項
」
を
加
え
、
同
条
第
九
項
中
「
第
三
条
第
四
項
」

の
下
に
「
及
び
第
四
条
第
四
項
」
を
加
え
、
同
条
第
十
項
中
「
養
育
又
は
介
護
の
状
況
申
出
書
」
を

「
養
育
又
は
介
護
等
の
状
況
申
出
書
」
に
改
め
、
同
条
第
十
三
項
中
「
第
三
条
第
四
項
」
の
下
に

「
又
は
第
四
条
第
四
項
」
を
加
え
、
「
養
育
又
は
介
護
の
状
況
変
更
届
」
を
「
養
育
又
は
介
護
等
の

状
況
変
更
届
」
に
改
め
る
。

介
護
の

介
護
等
の

第
３
条
第
４

別
記
様
式
第
四
号
注
以
外
の
部
分
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
「

項
又
は
第
４
条
第
４
項

要
介
護
者

要
介
護
者
等

の
介

」
の
次
に
「

」
を
加
え
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
「

」
の
次
に
「

」
を
加
え
、
「

」
を

護
の
介
護
等

症
状

・
障
害
の
状
況

介
護
が

「

」
に
改
め
、
同
様
式
注
３
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を

介
護
等
が

要
介
護
者

要
介
護
者
等

介
護
の

「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

介
護
等
の

介
護
を

介
護
等
を

別
記
様
式
第
五
号
（
第
１
面
）
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

育
児
介
護
職
員

子
育
て
・
介
護
等
職
員

別
記
様
式
第
六
号
中
「

」
の
次
に
「

」
を
加
え
る
。

第
３
条
第
４
項

又
は
第
４
条
第
４
項

別
記
様
式
第
七
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
「

」
の
次
に

又
は
介
護

又
は
介
護
等

第
３
条
第
４
項

「

」
を
加
え
、
「

」
を
「

」
に
改
め

又
は
第
４
条
第
４
項

要
介
護
者
の
介
護

要
介
護
者
等
の
介
護
等

る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則

■群
馬
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号

群
馬
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
六
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二

十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
七
の
前
の
見
出
し
中
「
第
三
条
第
四
項
」
の
下
に
「
及
び
第
四
条
第
四
項
」
を
加
え
、

同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

条
例
第
四
条
第
四
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

一

東
京
事
務
所
に
お
い
て
、
中
央
諸
官
庁
と
の
連
絡
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
員

二

近
代
美
術
館
、
館
林
美
術
館
、
歴
史
博
物
館
、
自
然
史
博
物
館
又
は
土
屋
文
明
記
念
文
学
館

に
勤
務
す
る
職
員

三

浅
間
家
畜
育
成
牧
場
又
は
畜
産
試
験
場
に
勤
務
す
る
職
員
（
事
務
職
員
を
除
く
。
）

四

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
、
文
書
館
又
は
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
に
勤
務
す
る
職
員

第
二
条
の
八
第
一
項
中
「
第
三
条
第
四
項
」
の
下
に
「
及
び
第
四
条
第
四
項
」
を
加
え
、
同
項
第

一
号
中
「
第
三
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
四
条
第
一
項
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
月
曜
日

か
ら
金
曜
日
ま
で
の
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
条
第
四
項
」
の
下
に
「
及
び
第
四
条
第
四

項
」
を
加
え
る
。

第
二
条
の
九
第
一
項
中
「
第
三
条
第
四
項
」
の
下
に
「
及
び
第
四
条
第
四
項
」
を
加
え
る
。

第
二
条
の
十
第
三
項
第
一
号
中
「
又
は
小
学
校
」
の
下
に
「
、
中
学
校
」
を
加
え
、
「
の
前
期
課

程
」
を
削
り
、
「
小
学
部
」
の
下
に
「
若
し
く
は
中
学
部
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

条
例
第
三
条
第
四
項
第
二
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す

る
。
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一

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法

律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
者
又
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
障
害

児
で
あ
る
配
偶
者
等
（
条
例
第
三
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
配
偶
者
等
を
い
う
。
）
の
世

話
を
す
る
職
員

二

学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
第
百
四
十
条
に
規
定
す
る

特
別
の
教
育
課
程
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
子
の
世
話
を
す
る
職
員

第
二
条
の
十
一
第
一
項
中
「
前
条
第
三
項
各
号
」
の
下
に
「
（
同
条
第
四
項
各
号
に
該
当
す
る
職

員
に
あ
っ
て
は
、
同
項
各
号
）
」
を
加
え
る
。

第
七
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

５

条
例
第
十
条
第
四
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
業
務
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

一

大
規
模
な
災
害
若
し
く
は
感
染
症
又
は
重
大
な
環
境
汚
染
へ
の
対
応
、
重
大
事
件
の
捜
査
そ

の
他
の
県
民
の
生
命
、
健
康
、
生
活
又
は
財
産
に
重
大
な
被
害
又
は
影
響
を
及
ぼ
し
、
又
は
及

ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
災
害
、
事
件
、
事
故
等
に
関
す
る
業
務

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
真
に
や
む
を
得
な
い
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
が
認
め
る
業
務

６

任
命
権
者
は
、
条
例
第
十
条
第
四
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
業
務
の
具

体
的
な
内
容
、
人
員
配
置
又
は
業
務
分
担
の
見
直
し
等
を
行
っ
て
も
な
お
同
条
第
三
項
の
限
度
時

間
（
以
下
「
限
度
時
間
」
と
い
う
。
）
を
超
え
て
同
条
第
二
項
の
時
間
外
勤
務
（
以
下
「
時
間
外

勤
務
」
と
い
う
。
）
を
す
る
こ
と
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
等
を
明
確
に
し
て
、
あ
ら
か

じ
め
人
事
委
員
会
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

任
命
権
者
は
、
限
度
時
間
を
超
え
て
時
間
外
勤
務
を
す
る
こ
と
を
命
ず
る
場
合
に
は
、
当
該
超

え
た
部
分
の
時
間
外
勤
務
を
必
要
最
小
限
の
も
の
と
し
、
か
つ
、
当
該
職
員
の
健
康
の
確
保
に
最

大
限
の
配
慮
を
す
る
と
と
も
に
、
当
該
時
間
外
勤
務
に
係
る
要
因
の
整
理
、
分
析
及
び
検
証
を
行

い
、
そ
の
結
果
を
人
事
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
の
三
中
「
満
十
五
歳
」
を
「
満
十
八
歳
」
に
、
「
小
学
生
又
は
中
学

生
」
を
「
就
学
前
の
子
以
外
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号

職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
第
百
四
条
第
四
項
第
二
号
」
を
「
第
百
四
条
第
七
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
第
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
に
規
定
す
る
大
学
院

の
課
程
に
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
第
二
条
に
規
定
す
る
大
学
院
の
課
程
（
学
校
教
育
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
四
十
一
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
学
校
教
育
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
百
四
条
第
四
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
に
相
当
す

る
教
育
を
行
う
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
も
の
に
限
る
。
）
を
含
む
も
の
と
す
る
。
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病院事業告示■

◎病院事業告示第５号

群馬県病院事業の設置等に関する条例の規定により病院事業の管理者の権限を行う知事が定める額の告示（平成

２５年群馬県病院事業告示第３号）の一部を次のように改正し、平成３１年１０月１日から施行する。

平成３１年３月２２日

群馬県知事 大 澤 正 明

表県立心臓血管センター県立がんセンター県立精神医療センター県立小児医療センターの項中「８１０円」を

「８２０円」に、「６１０円」を「６２０円」に改め、同表県立心臓血管センターの項中「６５，８００円」を

「６７，０００円」に、「５９，４００円」を「６０，５００円」に、「４１，５００円」を「４２，２００円」

に、「６４，１００円」を「６５，２００円」に、「２０，１００円」を「２０，４００円」に、「２２，５００

円」を「２２，９００円」に、「３３，２００円」を「３３，８００円」に、「１００分の１０８」を「１００分

の１１０」に、「５，１５０円」を「５，２４０円」に、「１，０００円」を「１，０１０円」に、「７，５００

円」を「７，６３０円」に、「３０，８００円」を「３１，３００円」に、「４，６４０円」を「４，７２０円」

に、「８，７４０円」を「８，９００円」に改め、同表県立がんセンターの項中「１４７，０００円」を「１４９，

７００円」に、「１０，８００円」を「１１，０００円」に、「４０２，１００円」を「４０９，５００円」に、

「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に、「８，０２０円」を「８，１６０円」に、「９４０円」を「９

５０円」に改め、同表県立小児医療センターの項中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に、「２，０５

０円」を「２，０８０円」に、「１０，８００円」を「１１，０００円」に、「６７０円」を「６８０円」に、

「８７０円」を「８８０円」に改める。
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